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第１ 概要 

 

１ 募集情報等提供事業の概要 

(1) 募集情報等提供の意義 

「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいい（職業安定法（以下「法」という。）

第４条第６項）、これを業として行う者が募集情報等提供事業を行う者に該当する。 

イ 労働者の募集を行う者等（労働者の募集を行う者、募集受託者又は職業紹介事業者

その他厚生労働省令で定める者（※）（以下「職業紹介事業者等」という。））の依頼

を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業

者等に提供すること。 

（※）募集情報等提供事業を行う者、特定地方公共団体又は労働者供給事業者をいう（規

則（職業安定法施行規則（以下「規則」という。）第４条第１項）。 

ロ イに掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の

職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等（労働

者になろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。）に提供すること。 

ハ 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を

労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。 

ニ ハに掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を

行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募

集を行う者等に提供すること。 

 

(2) 特定募集情報等提供の意義 

  「特定募集情報等提供」とは、「労働者になろうとする者に関する情報を収集して行

う募集情報等提供」をいう（法第４条第７項）。 

  労働者になろうとする者に関する情報とは、労働者になろうとする特定の個人を識別

することができる個人情報（法第４条第 13 項）のほか、個人を識別することができな

い情報であっても、個人の経歴やメールアドレス、サイトの閲覧履歴、位置情報等を含

むこと。ただし、利用者が検索の文言を入力することや、チェックボックス等で検索結

果の絞り込みを行うこと等は、労働者になろうとする者に関する情報の収集には該当し

ない。 

なお、労働者になろうとする者に関する情報を収集していたとしても、募集情報等提

供の用に供していない場合には、特定募集情報等提供には該当しないこと。 

 

(3) 「事業」として行うこと 

「事業」として行うこととは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行す

ることをいい、１回限りの行為であったとしても反復継続の意思を持って行えば事業性

があるが、形式的に繰り返し行われたとしても、すべて受動的、偶発的行為が継続した

結果であって反復継続の意思を持って行われていなければ、事業性は認められない。 

具体的には、一定の目的と計画に基づいて行われるか否かによって判断され、営利を
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目的とする場合に限らず、また、他の事業と兼業して行われるか否かを問わないもので

ある。 

しかしながら、この判断も一般的な社会通念に則して個別のケースごとに行われるも

のであり、営利を目的とするか否か、事業として独立性があるか否かが反復継続の意思

の判定にとって重要な要素となる。例えば、①募集情報等提供を行う旨宣伝、広告して

いる場合、②事務所を構え募集情報等提供を行う旨看板を掲げている場合等については、

原則として事業性ありと判断されるものである。 

 

２ 職業紹介事業に係る適正な許可の取得 

(1) 募集情報等提供と職業紹介の区分 

次のイからハまでのいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、当該者の判断

が電子情報処理組織により自動的に行われているかどうかにかかわらず、職業紹介事業

の許可等が必要である。また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等

の実態から判断して、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事

業として行うものであり、募集情報等提供事業はその一部として行われているものであ

る場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、

職業紹介事業の許可等が必要である（職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、

募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けよう

とする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針（平成 11 年労働省告示第

141 号。以下「指針」という。）第６の６（２））。 

  イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した

提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を

行うこと。 

  ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提

供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。 

  ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断

により当該意思疎通に加工を行うこと。 

 

(2) 募集情報等提供と職業紹介の区分の例 

募集情報等提供と職業紹介の区分の例については、次のとおりとする。 

イ 「宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断して、求

人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うもの」の

例 

【例１－１】 

求人者に求職者からの応募があることを確約するような宣伝広告をする場合は、

職業紹介に該当する。 

【例１－２】 

提供している求人に応募・連絡した時点において、原則として雇用契約が成立す
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るような仕組みを設ける場合は、職業紹介に該当する。 

【例１－３】 

広告上は募集情報等提供事業であっても、実態として、当該募集情報等提供事業

を行う者が、求人者に代わって採用候補者の選定や求人者の判断によらず選考に関

するメールの返信等を行っている場合は、職業紹介に該当する。 

 

ロ 「イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により

選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報

のみ提供を行うこと。」の例 

【例２－１】 

全ての求人に関する情報を全ての求職者に対して閲覧可能な状態で提供した上

で、メール等の配信によりその一部の求人に関する情報を、一部の求職者にのみ送

付することは、「選別した提供相手に対してのみ提供を行うこと」又は「選別した

情報のみ提供を行うこと」に該当しない。 

【例２－２】 

全ての求職者に関する情報（匿名化されたものを含む。）を全ての求人者に対し

て閲覧可能な状態で提供した上で、メール等の配信によりその一部の求職者に関す

る情報を、一部の求人者にのみ送付することは、「選別した提供相手に対してのみ

提供を行うこと」又は「選別した情報のみ提供を行うこと」に該当しない。 

【例２－３】 

会員登録をした求人企業や求職者等の利用者にのみ求人又は求職者に関する情

報を提供することは、利用者が、あらかじめ会員登録の有無や会員区分によって提

供される情報が異なることについて認識しており、会員登録の有無や会員区分を変

更することができる場合には、「当該者の判断により」選別することには該当しな

い。 

【例２－４】 

特定の資格を保有している求職者に対してのみ求人に関する情報を配信するこ

とを求人者から依頼され、当該依頼に基づき、当該資格を保有している求職者にの

み当該求人に関する情報を提供する（他の求職者は当該求人に関する情報を得るこ

とができない）ことは、「当該者の判断により」選別した提供相手に対してのみ提

供を行うことに該当しない。 

【例２－５】 

求人企業からは、情報提供の方法について特段限定なく依頼があった場合に、事

業者が、求人内容や求職者の属性等に基づき情報提供先を検討するようなものは、

「当該者の判断により」選別が行われているものと解される。 

【例２－６】 

求職者が登録した職歴等の内容をもとに、事業者が選別した求人に関する情報の

みを当該求職者に提供する（他の求人に関する情報を当該求職者は得ることができ
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ない）ことは、「当該者の判断により」選別した情報のみ提供を行うことに該当す

る。 

 

【例２－７】 

公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の求人や内容が法令に違反

する求人に関する情報の提供を取りやめることや、これらの情報の提供を依頼する

者に対して求職者に関する情報の提供を行わないことは、「選別した提供相手に対

してのみ提供を行うこと」又は「選別した情報のみ提供を行うこと」に該当しない。 

 

ハ 「ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断に

より提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。」の例 

【例３－１】 

掲載開始後一定の期間、求人に関する情報に「新着情報」という見出しを付して

全ての求職者に提供することは、「求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行う

こと」に該当しない。 

【例３－２】 

求職者に関する情報又は求人に関する情報を求人者又は求職者が検索した場合

に、求人者又は求職者の閲覧履歴等に基づき、単に求人者又は求職者によって異な

る表示順で求職者に関する情報又は求人に関する情報を提供することは、当該情報

に新たに情報を加えているものではないことから「加工し、提供を行うこと」には

該当しない。 

【例３－３】 

給与額に幅がある求人に関する情報について、求職者の登録した情報に応じて

「いままでの職歴等を踏まえると、月額○○万円の給与額で採用される可能性があ

る」等の文言を付して当該求職者に提供することは、「当該者の判断により提供相

手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと」に該当する。 

【例３－４】 

求職者に関する情報について、一律に匿名化して全ての求人者に提供することは、

「求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと」に該当しない。 

 

ニ 「ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者

の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。」の例 

【例４－１】 

求職者又は求人者に対し、メッセージ機能等により求職者又は求人者が直接連絡

をすることができる仕組みを設けることは、「意思疎通に加工を行うこと」に該当

しない。 

【例４－２】 

求職者が登録した履歴書を当該求職者の応募に基づき送付される仕組みを設け
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ることや、求職者の履歴書等に一般的な記載のアドバイスをすることは、「意思疎通

に加工を行うこと」に該当しない。 

【例４－３】 

求職者と求人者との間に入って面接の日程調整を行う場合やメッセージ機能等

により求職者と求人者が直接連絡をすることができる仕組みを設ける場合に、特定

の求職者が優先的に面接や連絡を受けられるようにする等、当該者の判断により意

思疎通の到達に先後をつける等の差配をすることは、「当該者の判断により当該意

思疎通に加工を行うこと」に該当する。 
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第２ 特定募集情報等提供事業に関する手続 

１ 特定募集情報等提供事業の開始の届出等 
(1) 事業開始の届出 

イ 特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、事業開始前に、特定募集情報等提供

事業届出書（様式第８号の３）を提出することにより、厚生労働大臣に届け出なけれ

ばならない（法第 43 条の２第１項）。なお、国の行政機関が自ら募集情報等提供を事

業として行う場合にあっては適用がない。 

ロ  イ の 届 出 書 の 提 出 は 、 原 則 、 電 子 政 府 の 総 合 窓 口 e-Gov 電 子 申 請

（https://shinsei.e-gov.go.jp/）を通じて行われるものとする。書面による届出を

希望する事業者には、電子申請の利便性（※）が理解されるよう努め、行政の事務の

効率化に資するよう積極的に電子申請による届出を促すこと。 

 ※e-Gov 電子申請の主な利便性 

①本届出の e-Gov 電子申請は電子署名（電子証明書）が不要であり費用がかからな

いこと 

②パソコン等で作成した届出書の電子ファイルを送信するだけで簡単かつ短時間

で済ませられること（ただし個人（事業主）は別途住民票の写しの郵送が必要） 

③e-Gov 電子申請（の本手続きページやサイト内）に視覚的に分かりやすい手順解

説があり、初心者でも利用できること 

④届出・提出後の状況（受理済等）も e-Gov 電子申請サイト内で確認できること 

⑤届出受理通知書が遅滞なく交付できること 

ハ イの届出書には以下の書類を添付しなければならない。 

(ｲ) 届出をしようとする者が法人である場合 当該法人の登記事項証明書１部 

 ただし、厚生労働省（本省）において登記情報連携システムにより登記事項証明

書を確認、取得ができるため、登記事項証明書の添付を省略することができる。厚

生労働省（本省）において、登記情報連携システムにより確認ができない場合は、

厚生労働省（本省）から当該法人に対して、登記事項証明書（１部）の別途郵送に

よる提出を求めることとなる。 

 (ﾛ) 届出をしようとする者が個人である場合 当該個人の住民票の写し１部 

 特定募集情報等提供事業届出書の「②名称」と「③所在地」に記入した氏名及び

住所と同一の住民票の写しを添付（届出書が電子申請の場合別途郵送）する必要が

ある。 

ただし、職業紹介事業又は労働者派遣事業の許可若しくは届出番号を得ている者

は、届出書の「許可番号」欄や「届出受理番号」欄に必要な記載をすることにより、

厚生労働省（本省）において必要な確認ができることから、住民票の写しの添付（届

出書が電子申請の場合別途郵送）による提出を省略することができる。届出書に記

載されている許可番号や届出受理番号が確認できない等、省略することができる書

類の内容が需給調整システムに入力されている内容と異なる場合は、最新の内容が

確認できる書類の提出や必要に応じて職業紹介事業又は労働者派遣事業の変更の
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届出等が必要であること。 

  ニ 届出の受理 

    イの届出書を受理したときは、特定募集情報等提供事業届出受理通知書（通達様式

第１号）を厚生労働省（本省）から届出者に交付する。 

  ホ 違反の効果 

   (ｲ) 届出をしないで特定募集情報等提供事業を行ったときは、法第 65 条第７号に該

当し、その違反行為をした者は、６月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金に処せ

られる場合がある。 

   (ﾛ) 虚偽の届け出をしたときは、法第 66 条第７号に該当し、その違反行為をした者

は、30 万円以下の罰金に処される場合がある。 

ヘ 届出情報の人材サービス総合サイトへの反映 

求職者が安心して特定募集情報等提供事業者のサービスを利用できるようにする

等のため、事業開始の届出をした特定募集情報等提供事業者に関する以下の情報が人

材サービス総合サイトに掲載され、検索機能により特定募集情報等提供事業者の選択

や提供するサービスに関する情報等を確認できることとなる。 

(ｲ)氏名又は名称 

(ﾛ)住所 

(ﾊ)提供する主なサービスの名称、職業安定法第４条第６項に掲げる行為のうち該当

するもの及び URL 

(ﾆ)届出受理番号 

(ﾎ)届出受理年月日 

  ト 人材サービス総合サイトの掲載情報の修正 

イの届出書を受理したときは、人材サービス総合サイトの掲載情報を届出者が自ら

人材サービス総合サイト上で当該情報を修正できるための認証・ログイン用ユーザー

ＩＤ及びパスワード通知書を、厚生労働省（本省）から届出者に対し、交付する。な

お、届出者が当該通知書を紛失等した場合には、厚生労働省（本省）から届出者に対

し、再発行をすることが可能であること。 

チ メールアドレスの登録 

厚生労働省（本省）から事業開始の届出をした特定募集情報等提供事業者に対し、

事業概況報告書の提出に係る必要な情報等を提供するため、事業開始の届出とともに

当該提供先となるメールアドレスを登録するよう促すこと。登録様式（Excel）は、

e-Gov 電子申請の「特定募集情報等提供事業の届出」のＷｅｂサイトにあるので案内

すること。 

 

(2) 変更の届出 

イ 特定募集情報等提供事業者は、事業開始に当たって届け出た事項（氏名又は名称、

住所、法人代表者氏名、電話番号又は職業紹介事業若しくは労働者派遣事業の許可

番号若しくは届出受理番号）に変更があったときは、特定募集情報等提供事業変更
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届出書（様式第８号の４）を提出することにより、変更に係る事実のあった日の翌日

から起算して 30 日以内に厚生労働大臣に届け出なければならない（法第 43 条の２

第２項及び規則第 31 条の２第４項）。 

ロ イの届出書の提出は、原則、電子政府の総合窓口 e-Gov 電子申請を通じて行うこと

（https://shinsei.e-gov.go.jp/）。書面による届出を希望する事業者には、電子申

請の利便性（※）が理解されるよう努め、行政の事務の効率化に資するよう積極的に

電子申請による届出を促すこと。 

 ※e-Gov 電子申請の主な利便性 

①本届出の e-Gov 電子申請は電子署名（電子証明書）が不要であり費用がかからな

いこと 

②パソコン等で作成した届出書の電子ファイルを送信するだけで簡単かつ短時間

で済ませられること（ただし個人（事業主）は別途住民票の写しの郵送が必要） 

③e-Gov 電子申請（の本手続きページやサイト内）に視覚的に分かりやすい手順解

説があり、初心者でも利用できること 

④届出・提出後の状況（受理済等）も e-Gov 電子申請サイト内で確認できること 

 ⑤届出受理通知書が遅滞なく交付できること 

ハ イの届出書には以下の書類を添付しなければならない。 

(ｲ) 届出をしようとする者が法人である場合 当該法人の登記事項証明書１部 

 ただし、厚生労働省（本省）において登記情報連携システムにより登記事項証明

書を入手できるため、登記事項証明書の添付を省略することができる。厚生労働省

（本省）において、登記情報連携システムにより確認ができない場合は、厚生労働

省（本省）から当該法人に対して、登記事項証明書（１部）の別途郵送による提出

を求めることとなる。 

 (ﾛ) 届出をしようとする者が個人である場合 当該個人の住民票の写し１部 

 特定募集情報等提供事業変更届出書の「④名称」と「⑤所在地」に記入した氏名

及び住所と同一の住民票の写しを添付（届出書が電子申請の場合別途郵送）する必

要がある。 

ただし、職業紹介事業又は労働者派遣事業の許可若しくは届出番号を得ている者

は、届出書の「許可番号」欄や「届出受理番号」欄に必要な記載をすることにより、

厚生労働省（本省）において必要な確認ができることから、住民票の写しの添付（届

出書が電子申請の場合別途郵送）による提出を省略することができる。届出書に記

載されている許可番号や届出受理番号が確認できない等、省略することができる書

類の内容が需給調整システムに入力されている内容と異なる場合は、最新の内容が

確認できる書類の提出や必要に応じて職業紹介事業又は労働者派遣事業の変更の

届出等が必要であること。 

  ニ 届出の受理 

    イの届出書を受理したときは、特定募集情報等提供事業届出変更受理通知書（通達

様式第２号）を厚生労働省（本省）から届出者に交付する。 
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ホ 違反の効果 

    変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、法第 66 条第８号に該当し、そ

の違反行為をした者は、30 万円以下の罰金に処される場合がある。 

へ メールアドレスの登録 

厚生労働省（本省）から事業開始の届出をした特定募集情報等提供事業者に対し、

事業概況報告書の提出に係る必要な情報等を提供するため、変更の届出とともに当該

提供先となるメールアドレスの登録の有無を確認し、未登録の場合は登録を促すこと。

登録様式（Excel）は、e-Gov 電子申請の「特定募集情報等提供事業の届出」のＷｅｂ

サイトにあるので案内すること。 

ト 人材サービス総合サイトに公開された情報に係る変更手続等 

(ｲ) (1)の届出後、特定募集情報等提供事業者が届け出た事項等について、厚生労働

省が運営する「人材サービス総合サイト」において公表される。 

(ﾛ) イのとおり、特定募集情報等提供事業者は事業開始に当たって届け出た事項（氏

名又は名称、住所、法人代表者氏名、電話番号又は職業紹介事業若しくは労働者派

遣事業の許可番号若しくは届出受理番号）に変更があったときは、変更の届出を行

う必要がある。一方で、変更の届出を行う必要がない事項であって、人材サービス

総合サイトに公表された事項（提供する主なサービスの名称、職業安定法第４条第

６項に掲げる行為のうち該当するもの、URL）に変更があったとき又は公表事項の

追加を希望するときは、特定募集情報等提供事業者は（１）の届出後に厚生労働省

（本省）から付与された人材サービス総合サイトにログインするためのユーザーID

及びパスワードを使用することにより、人材サービス総合サイトにおける公表事項

を変更又は追加することができる。 

 

(3) 事業廃止の届出 

イ 特定募集情報等提供事業者は、届け出た特定募集情報等提供事業を廃止したときは、

特定募集情報等提供事業廃止届出書（様式第８号の５）を提出することにより、当該

特定募集情報等提供事業を廃止した日から 10 日以内に厚生労働大臣に届け出なけれ

ばならない。（法第 43 条の２第３項及び規則第 31 条の２第５項） 

ロ イの届出書の提出は、原則、電子政府の総合窓口 e-Gov 電子申請を通じて行うこと

（https://shinsei.e-gov.go.jp/）。書面による届出を希望する事業者には、電子申

請の利便性（※）が理解されるよう努め、行政の事務の効率化に資するよう電子申請

による届出を促すこと。ただし、事業廃止の届出により今後、事業概況報告書等の提

出が想定されないため、促してもなお希望する場合は、書面による届出手続きに移行

すること。 

 ※e-Gov 電子申請の主な利便性 

①本届出の e-Gov 電子申請は電子署名（電子証明書）が不要であり費用がかからな

いこと 

②パソコン等で作成した届出書等の電子ファイルを送信するだけで簡単かつ短時
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間で済ませられること 

③届出・提出後の状況（受理済等）も e-Gov 電子申請サイト内で確認できること 

④e-Gov 電子申請（の本手続きページやサイト内）に視覚的に分かりやすい手順解

説があり、初心者でも利用できること 

   ハ 届出の受理 

イの届出を受理したときは、特定募集情報等提供事業廃止届出受理通知書（通達様

式第３号）を厚生労働省（本省）から届出者に交付する。 

ニ 違反の効果 

    廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、法第 66 条第８号に該当し、そ

の違反行為をした者は、30 万円以下の罰金に処される場合がある。 

 

２ 特定募集情報等提供事業者による事業概況報告書の提出 
イ 特定募集情報等提供事業者は、毎年８月 31 日までに、６月１日時点における事業の実

施の状況について、特定募集情報等提供事業概況報告書（様式第８号の６）を作成し、

厚生労働大臣に提出しなければならない（法第 43 条の５及び規則第 31 条の３第１項）。 

ロ 事業概況報告書の提出は、原則、電子政府の総合窓口 e-Gov 電子申請を通じて行うこ

と（https://shinsei.e-gov.go.jp/）。この際、電子署名については不要であること。書

面による提出を希望する事業者には、電子申請の利便性（※）が理解されるよう努め、

行政の事務の効率化に資するよう積極的に電子申請による提出を促すこと。 

 ※e-Gov 電子申請の主な利便性 

①本提出の e-Gov 電子申請は電子署名（電子証明書）が不要であり費用がかからな

いこと 

②パソコン等で作成した届出書等の電子ファイルを送信するだけで簡単かつ短時

間で済ませられること 

③届出・提出後の状況（受理済等）も e-Gov 電子申請サイト内で確認できること 

④e-Gov 電子申請（の本手続きページやサイト内）に視覚的に分かりやすい手順解

説があり、初心者でも利用できること 

 ハ 事業概況報告書の公表項目の人材サービス総合サイトへの反映 

   人材サービス総合サイトに掲載されている特定募集情報等提供事業者に関する情報

については、１の（１）のトにより修正することが可能であるほか、提出された事業概

況報告書の「Ⅰ.公表項目」にある情報に更新されるものであること。なお、提出から

当該更新までは一定の期間を要することとなる。 

ニ メールアドレスの登録 

   厚生労働省（本省）から事業開始の届出をした特定募集情報等提供事業者に対し、事

業概況報告書の提出に係る必要な情報等を提供するため、当該提供先となるメールアド

レスの登録の有無を確認し、未登録の場合は登録を促すこと。登録様式（Excel）は、

e-Gov 電子申請の「特定募集情報等提供事業の概況報告書の提出」のＷｅｂサイトにあ

るので案内すること。 
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３ その他の手続等 
(1) 事業組織の変更に関する手続等 

イ 事業開始の届出を要する事業組織の変更 

(ｲ) 現に届出を行った個人事業主が法人化する場合は、新たな事業組織により新た

に事業開始の届出を行う必要がある。 

(ﾛ) 事業開始の届出後は直ちに従前の事業を廃止させること。 

ロ 事業開始の届出を要しない事業組織の変更 

特定募集情報等提供事業を行っている特例有限会社の株式会社への商号変更、持分会

社の種類の変更（合名会社・合資会社・合同会社間での変更）、持分会社から株式会社

への組織変更が行われる場合には、事業者の名称等に係る変更届によることとして差し

支えない。 

 

(2) 個人事業主が死亡した場合の手続等 

個人事業主が死亡した場合には、特定募集情報等提供事業の届出の効力は自然消滅す

る。また、死亡した個人事業主の事業を継続し、引き続き特定募集情報等提供事業を行

おうとする者は、直ちに事業開始の届出を行う必要がある。 

 

(3) 法人の合併等の手続 

法人の合併等に際し、消滅する法人が特定募集情報等提供事業の届出を行っており、

合併後存続する法人又は合併により新たに設立される法人が引き続き特定募集情報等

提供事業を行おうとする場合等には、事業開始の届出を行う必要がある。 

イ 吸収合併（会社法第２条第 27 号）の場合の取扱い 

(ｲ) 合併後存続する法人においては、合併後に特定募集情報等提供事業を行う場合、

消滅する法人において事業開始の届出を行っていたが、存続する法人で事業開始の

届出を行っていないのであれば、新たに事業開始の届出を行う必要がある。 

(ﾛ) 合併後に特定募集情報等提供事業を行う場合であって、存続法人が事業開始の

届出を行っていたときについては、新たに事業開始の届出を行う必要はないが、合

併により法人の名称等に変更がある場合には、変更の届出を行う必要がある。 

ロ 新設合併（会社法第２条第 28 号）の場合の取扱い 

新設合併の場合（合併する法人がすべて解散し、それと同時に新法人が設立される

場合）には、合併後に特定募集情報等提供事業を行う場合は、新たに事業開始の届出

を行う必要がある。この場合、届出時には新法人の主体がないため、特例的に合併後

の予定に基づいて届出書を記載するものとし、新法人設立後、予定どおり設立された

旨を報告させる必要がある。 

ハ 営業譲渡、譲受の場合の取扱い 

イに準じた取扱いとなる。 
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(4) 会社分割の場合の取扱い 

イ 新設分割の場合（会社法第２条第 30 号） 

分割により新たに創設した法人（以下「分割新設法人」という。）に、分割する法

人の営業を承継させる新設分割の場合には、分割する法人が事業開始の届出を行って

いる場合であっても、分割新設法人が特定募集情報等提供事業を行う場合は、新たに

事業開始の届出を行う必要があり、（３）のロに準じて取り扱うものとする。 

ロ 吸収分割（会社法第２条第 29 号）の場合 

既に存在する他の法人に、分割する法人の営業を承継させる吸収分割の場合には、

イに準じて取り扱うものとする。 

 

(5) 特定募集情報等提供事業届出受理通知書の再交付手続 

イ 特定募集情報等提供事業届出受理通知書（以下「受理通知書」という。）の交付を

受けた者が、受理通知書を亡失し、又は受理通知書を滅失したときは、特定募集情報

等提供事業届出受理通知書再交付申出書（通達様式第４号）を厚生労働省（本省）に

提出することにより、受理通知書の再交付を受けることができる。 

ロ 「亡失」とは受理通知書を無くすことであり、「滅失」とは受理通知書が物理的存在

を失うことである。なお、「毀損」した場合も、その程度が重大なものについては「滅

失」したものとして取り扱うこととして差し支えない。 

ハ 特定募集情報等提供事業届出受理通知書再交付申出書を受理したときは、特定募集

情報等提供事業届出受理通知書（通達様式第１号）を厚生労働省（本省）から申出者

に交付する。 
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第３ 募集情報等提供事業の運営 

現在及び今後における人手不足の状況や、その中でも進行する求人・求職のミスマッチを

緩和・改善するためには、労働市場における需給調整機能の強化が重要であり、職業紹介事

業、募集情報等提供事業などの雇用仲介機関が、それぞれの特性を活かしつつ、適正な労働

力需給調整に果たす役割は大きい。 

令和４年の職業安定法改正においても、こうした考え方に立ち、適正な労働力需給調整を

担う点に着目し、職業紹介か募集情報等提供かという業態の違いによらず、共通して適用す

るルールを設ける一方で、業態の違いを踏まえた各般のルールを設けているところである。 

以上を踏まえ、募集情報等提供事業を行う者は、後掲の指針に留意しながら次の事項を遵

守する。 
 
１ 均等待遇に関する事項（法第３条） 
(1) 差別的な取扱いの禁止 

募集情報等提供事業を行う者は、全ての利用者に対し、その業務について人種、国籍、

信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由と

して、差別的な取扱いをしてはならないものであること。 

なお、この差別的な取扱いの禁止の対象には障害者であることが含まれるものであり

障害者であることを理由として不合理な差別的取扱いを行ってはならないものである

ことに留意すること。 

また、募集情報等提供事業を行う者は、労働者となろうとする者が法第 48 条の４第

１項の規定に基づく厚生労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取

扱いをしてはならないこと。この場合における差別的な取扱いとしては、申告を行った

者に対し、本人が希望しない労働者の募集に関する情報ばかり提供するようなケースが

考えられる。 

また、法第３条の趣旨に鑑み、年齢による不合理な差別的募集情報等は不適当である

旨、周知及び指導に努めること。 

なお、このような差別的取扱いは、厚生労働大臣が法第 48 条の２の規定に基づいて

行う指導及び助言の対象となるので留意すること。 

 

(2) 募集に関する男女の均等な機会の確保 

募集情報等提供事業を行う者が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）第５条の規定に違反する内容の労働者の

募集に関する情報の提供を行うこと及び同条の規定に違反する募集を行う者に労働者

になろうとする者に関する情報の提供を行うことは法第３条の趣旨に反するものであ

ること。 
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２ 労働者の募集等に関する情報の的確な表示に関する事項（法第５条の４） 
(1) 労働者の募集等に関する情報の的確な表示 

  募集情報等提供事業を行う者が、労働者の募集に関する情報、労働者になろうとする

者に関する情報、自ら若しくは労働者の募集を行う者に関する情報又は職業安定法に基

づく業務の実績に関する情報(以下「労働者の募集等に関する情報」)を、以下のいずれ

かに掲げる方法（以下「広告等」という。）により提供するに当たっては、この２に記

載のとおり労働者の募集等に関する情報の的確な表示の義務があること（法第５条の４

第１項及び第３項）。 

 イ 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告 

 ロ 文書の掲出又は頒布 

 ハ 書面の交付の方法 

   事業者間で直接書面を交付する方法や郵送により交付する方法が該当すること。 

 ニ ファクシミリを利用して送信する方法 

 ホ 電子メール等の送信の方法 

   「電子メール等」とは、「電子メールその他その受信する者を特定して情報を伝達

するために用いられる電気通信」をいい、この「その他その受信する者を特定して情

報を伝達するために用いられる電気通信」とは、具体的には LINE や Facebook 等の

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）メッセージ機能等を利用した電気

通信が該当すること。 

 ヘ 著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第２条第１項第８号に規定する放送、同項第９

号の２に規定する有線放送又は同項第９号の５イに規定する自動公衆送信装置その

他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法 

   テレビやラジオ、YouTube 等のインターネット上のオンデマンド放送等が該当する

こと。 

 

(2) 虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示の禁止 

   募集情報等提供事業を行う者は広告等により労働者の募集等に関する情報を提供す

るに当たっては、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこと（法第５

条の４第１項）。 

  イ 虚偽の表示とは、事実と異ならせた表示のことをいい、募集の内容と実際の労働条

件を意図的に異ならせた場合や、自らに関し全く根拠なく顧客満足度が高い旨を表示

する場合等には、虚偽の表示に該当すること。 

なお、労働者の募集を行う者と募集に応じた労働者になろうとする者の合意に基づ

き、募集の内容と実際の労働条件が異なることとなった場合にまで、虚偽の表示とな

るものではないこと。 

  ロ 虚偽の表示でなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、誤解を

生じさせる表示に該当すること。 

誤解を生じさせる表示をしないよう、例えば以下のような点に留意する必要がある
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こと（指針第４の２）。 

(ｲ) 関係会社・グループ企業が存在している企業が募集を行う場合に、実際に雇用す

る予定の企業を明確にし、関係会社・グループ企業が混同されることのないように

表示しなければならないこと。 

(ﾛ) 雇用契約を前提とした労働者の募集と、フリーランス等の請負契約の受注者の

募集が混同されることのないよう表示しなければならないこと。 

(ﾊ) 月給・時間給等の賃金形態、基本給、定額の手当、通勤手当、昇給、固定残業代

等の賃金等について、実際よりも高額であるかのように表示してはならないこと。 

(ﾆ) 職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはなら

ないこと。 

 

(3) 正確かつ最新の内容に保つ措置を講じる義務 

   募集情報等提供事業を行う者は広告等により労働者の募集等に関する情報を提供す

るに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならないこと（法第５条の４第３項）。 

  イ 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる労働者

の募集を行う者若しくは労働者になろうとする者から、当該情報の提供の中止又は内

容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正を

すること。 

  ロ 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情

報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止

すること。 

  ハ 事業の形態に応じて、それぞれ①又は②に掲げるいずれかの措置。 

なお、募集情報等提供事業を行う者はそれぞれ①及び②の措置を可能な限りいずれ

も講ずることが望ましいこと。 

   (ｲ) 法第４条第６項第１号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 

    ① 労働者の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該労働者の募集が終

了したとき又は当該労働者の募集の内容が変更されたときは、速やかにその旨を

当該募集情報等提供事業を行う者に通知するよう依頼すること。 

    ② 労働者の募集に関する情報の時点を明らかにすること。 

   時点を明らかにするに当たっては、労働者の募集を行う者等から情報の提供の

依頼があった日を示すほかにも、労働者の募集に関する情報の提供を開始した時

点、労働者の募集を行う者等から労働者の募集に関する情報の修正・更新等の依

頼があった時点、労働者の募集に関する情報の修正・更新を行った時点、職業紹

介事業者や他の募集情報等提供事業者から労働者の募集に関する情報の提供を

依頼された場合に、当該職業紹介事業者や募集情報等提供事業者が労働者の募集

を行う者から依頼を受けた時点を示すことも認められること。 

   (ﾛ) 法第４条第６項第２号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 

    ① 労働者の募集に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及
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び更新の頻度を明らかにすること。 

      労働者の募集に関する情報を収集・更新する頻度を明らかにするに当たって

は、個別の情報ごとに明示するだけでなく、サイトのページ等複数の情報につい

てまとめて明示することも認められること。 

    ② 労働者の募集に関する情報の時点を収集した時点を明らかにすること。 

   (ﾊ) 法第４条第６項第３号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 

    ① 労働者になろうとする者に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該情報を

正確かつ最新の内容に保つよう依頼すること。       

    ② 労働者になろうとする者に関する情報の時点を明らかにすること。 

      時点を明らかにするに当たっては、労働者になろうとする者等から情報の提供

の依頼があった日を示す他にも、労働者になろうとする者に関する情報の提供を

開始した時点、労働者になろうとする者等から労働者になろうとする者に関する

情報の修正・更新等の依頼があった時点、労働者になろうとする者に関する情報

の修正・更新を行った時点、職業紹介事業者や他の募集情報等提供事業者から労

働者になろうとする者に関する情報の提供を依頼された場合に、当該職業紹介事

業者や募集情報等提供事業者が労働者になろうとする者から依頼を受けた時点

を示すことも認められること。 

(ﾆ) 法第４条第６項第４号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 

    ① 労働者になろうとする者に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに

当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。 

      労働者になろうとする者に関する情報を収集・更新する頻度を明らかにするに

当たっては、個別の情報について明示するだけでなく、サイトのページ等複数の

情報についてまとめて明示することも認められること。 

    ② 労働者になろうとする者に関する情報の時点を収集した時点を明らかにする

こと。 

  

(4) 労働者の募集等に関する情報の的確な表示の留意点 

  イ 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集等に関する情報を提供するに当たっ

ては、法第５条の３の規定に基づいて労働条件等として求職者に明示すべき事項を可

能な限り当該労働者の募集等に関する情報に含めることが望ましいこと（指針第４の

１）。 

  ロ 募集情報等提供事業を行う者が、労働者になろうとする者に関する情報について正

確かつ最新の内容に保つ措置には、労働者になろうとする者に対して行う身元調査等

は含まれないこと。 

ハ 募集情報等提供事業を行う者は、特に法に基づく業務の実績に関する情報として、

取り扱う労働者の募集等に関する情報の件数や手数料等に関する事項等を提供する

に当たっては、法第５条の４第１項及び第３項並びに不当景品類及び不当表示防止法

（昭和 37 年法律第 134 号）の趣旨に鑑みて、不当に利用者を誘引し、合理的な選択
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を阻害するおそれのある不当な表示をしてはならないこと（指針第８の５の（２））。 

 
３ 労働者になろうとする者の個人情報の取扱いに関する事項（法第５条の５） 
(1) 個人情報の収集、保管及び使用 

イ 特定募集情報等提供事業者は、法第５条の５第１項の規定により業務の目的を明ら

かにするに当たっては、収集された労働者になろうとする者の個人情報（(1)及び(2)

において単に「個人情報」という。）がどのように保管され、又は使用されるのか、

労働者になろうとする者が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示する

こと。 

  漠然と「募集情報等提供事業のために使用します。」と示すだけでは足りず、例え

ば、「求人情報に関するメールマガジンを配信するため」や「会員登録時に入力いた

だいた情報を、希望した条件に合致する企業に提供するため」と示すといったことが

考えられる。個人情報の使用や保管に係る技術的な詳細を明示することは求められな

いが、業務上、通常想定されない第三者に個人情報を提供する場合や、第三者に保管

を依頼する場合はその旨を明示する必要があること。 

  明示に当たっては、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこと。自

社のホームページ等に掲載するほか、雑誌等を刊行することにより募集情報等提供を

行っている場合には、当該雑誌等において業務の目的を明示する方法等も認められる

が、いずれの方法による場合でも労働者になろうとする者に理解される方法を選択す

る必要があること。 

ロ 特定募集情報等提供事業者は、その業務の目的の範囲内で、当該目的を明らかにし

て労働者になろうとする者の個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収

集してはならないこと。 

ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可

欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。 

(ｲ) 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるお

それのある事項 

(ﾛ) 思想及び信条 

(ﾊ) 労働組合への加入状況 

(ｲ)から(ﾊ)については、具体的には、例えば次に掲げる事項等 が該当する。 

(ｲ)関係 

      ① 家族の職業、収入、本人の資産等の情報（税金、社会保険の取扱い等労務管理を

適切に実施するために必要なものを除く。） 

      ② 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報 

(ﾛ)関係 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書 

(ﾊ)関係 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報 

ハ 特定募集情報等提供事業者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、

又は本人の同意の下で本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人
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情報を収集する等の手段であって、適法かつ公正なものによらなければならないこ

と。 

ニ 特定募集情報等提供事業者は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは

義務教育学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の

定める書類（全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票（乙））により提出を求める

ことが必要であること。 

ホ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若

しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、

この限りでないこと。 

なお、法及び指針においては、法第５条の５第１項ただし書及び指針第５の１の(5)

のただし書に該当する場合は、募集情報等提供事業の実施に伴い収集等される労働者

になろうとする者の個人情報の募集情報等提供業務以外の目的での利用も可能とな

っているが、この場合にあっても、その利用目的をできる限り特定する必要があるこ

と。 

労働者の募集を行う者に対して労働者になろうとする者の個人データを示す行為

は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」

という。）第 27 条第１項の「第三者提供」に該当するものであることから、例えば、

労働者の募集を行う者に提供されることとなる個人データが労働者の募集を行う者

に提供されることに関する同意欄を設けること等により、必ず求職者から同意をあら

かじめ得るようにすることが必要となるものであること。なお、この「同意」の取得

の方法は、特段の要式行為とされているものではないが、トラブル防止等の観点から

も、事後に「同意」の事実を確認できるような形で行うことが望ましいものであるこ

と。 

  ヘ 特定募集情報等提供事業者は、法第５条の５第１項又は指針第５の１の(2)、(3)若

しくは (5)に基づいて求職者本人の同意を得る際には、次に掲げるところによらな

ければならないこと。 

   (ｲ) 同意を求める事項について、求職者が適切な判断を行うことができるよう、可能

な限り具体的かつ詳細に明示すること。 

(ﾛ) 業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用す

ることに対する同意を、募集情報等提供の条件としないこと。 

   募集情報等提供のために収集した個人情報を、募集と関係ない商品販売等のため

に使用することについて同意しないと、当該募集情報等提供事業のサービスを受け

ることができない場合等がこれに該当すること。 

(ﾊ) 労働者になろうとする者の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された

同意であること。 

   インターネットサイトにおいて、労働者になろうとする者等の同意を取得する方

法として個人情報の利用規約を示した上で、それらの事項を示した上でインターネ

ットサイト上のボタンのクリックを求める方法によって同意と扱うことも認めら
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れること。ただし、トラブル防止等の観点からも、書面による取得や電子メール等

の受領等など事後に「同意」の事実を確認できるような形で行うことが望ましいも

のであること。一方で、単に利用規約を示した上で、労働者になろうとする者がサ

ービスの利用を開始するのみでは本人の同意の意思が明確に表示されたとまでは

いえないこと。 

   利用規約等を変更し、同意が必要となった場合の取扱いも同様であるが、その際

は、利用者に対して十分な周知期間を設け、同意しない場合の選択肢を示すととも

に、労働者になろうとする者に不利益が生じないよう配慮することが望ましいもの

であること。 

 

(2) 個人情報の適正管理 

イ 特定募集情報等提供事業者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項

に係る適切な措置を講ずるとともに、労働者になろうとする者からの求めに応じ、当

該措置の内容を説明しなければならないこと。 

(ｲ) 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措

置 

(ﾛ) 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置 

(ﾊ) 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置 

(ﾆ) 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するた

めの措置 

ロ 特定募集情報等提供事業者が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合

には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知らされることのないよう、厳重な管理

を行わなければならないこと。 

 ※  「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密

」とは、一般に知られていない事実であって（非公知性）、他人に知られないこと

につき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実（要保護性）をいう

ものである。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金

額、保証人となっている事実等が秘密に当たりうる。 

ハ 特定募集情報等提供事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の適正管理に関する

規程を作成し、自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければなら

ないこと。 

(ｲ) 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項 

(ﾛ) 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項 

(ﾊ) 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正（削除を含む。以下同じ。）

の取扱いに関する事項 

  ①「個人情報の開示又は訂正」については、「利用の停止等」及び「第三者への提

供の停止」が明示的に規定されているものではないが、概念上、「利用の停止等」

及び「第三者への提供の停止」が排除されているものではないこと。 

② 特定募集情報等提供事業者は、個人情報適正管理規程について、個人情報保護
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法第 37 条を踏まえた内容として所要の改正等を行うことが望ましいこと。 

(ﾆ) 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項 

ニ 特定募集情報等提供事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを

理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。 

 

(3) 個人情報の保護に関する法律の遵守等 

特定募集情報等提供事業者は、個人情報保護法第２条第 11 項に規定する行政機関等

又は同法第 16 条第２項に規定する個人情報取扱事業者（以下「個人情報取扱事業者」

という。）に該当する場合には、同法第５章第２節から第４節まで又は同法第４章第２

節に規定する義務を遵守しなければならないこと。 

なお、個人情報保護法を踏まえて特定募集情報等提供事業者が講ずべき措置等は、第

４に定めるところによる。 

 
４ 報酬受領の禁止に関する事項（法第 43 条の３） 
  特定募集情報等提供事業者は、自らの労働者の募集に関する情報の提供を受けて、その

労働者の募集に応じた労働者から、当該提供に関して、いかなる名義でも、報酬を受けて

はならない。 

労働者の募集を行う者への応募１件につき定額を労働者から徴収するなど、募集に応じ

た労働者から、応募の対価として報酬を受領することは認められない。 

法第 43 条の３は、応募に関係なくシステム利用料や登録料として料金を徴収すること

を禁止するものではないが、システム利用料等の名称であっても、実質的には応募するに

当たって募集情報等提供の対価として、特定募集情報等提供事業者が募集に応じた労働者

から報酬を得ていると判断される場合には、同条に違反することとなる。 

 
５ 苦情の処理に関する事項（法第 43 条の７） 
  募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募

集受託者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者、特定地方公共団体又は労働者

供給事業者から苦情が寄せられた場合に、適切かつ迅速に対応するとともに、そのために

必要な体制を整備しなくてはらない（法第 43 条の７）。 

  苦情の適切かつ迅速な処理に必要な体制の整備のためには、少なくとも電話番号やメー

ルアドレス、問い合わせフォーム等、苦情の申出先となる相談窓口を明確にし、苦情を受

け付けることができる体制を確保する必要があること（指針第８の６）。 

また、労働者の募集を行う者等において法違反があると疑われる場合は、都道府県労働

局に情報提供を行う等、必要な場合には職業安定機関と連携を行う必要があること（指針

第８の６）。 
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６ 募集情報等提供事業を行う者の責務等（法第 43 条の８） 

(1) 職業安定機関等との連携 

  募集情報等提供事業を行う者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、

職業安定機関の行う雇用情報の収集、標準職業名の普及等に協力するよう努めること。 

 

(2) 労働者の募集等に関する情報の提供 

 イ 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集に関する情報が次のいずれかに該当

すると認めるときは、当該情報の提供を依頼した者に対して当該情報の変更を依頼し、

又は当該情報の提供を中止しなければならないこと。特に、当該情報が(ｲ)に該当す

ることを認めながら提供した場合には、法第 63 条第２号に違反することとなるおそ

れがあること。 

  (ｲ) 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の労働者の募集に関する情  

   報 

  (ﾛ) その内容が法令に違反する労働者の募集に関する情報 

ロ 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集に関する情報がイの(ｲ)又は(ﾛ)のい

ずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該情報の提供を依頼した者に対し、

当該情報がイの(ｲ)若しくは(ﾛ)のいずれかに該当するかどうか確認し、又は当該情報

の提供を中止すること。 

ハ 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集に関する情報又は労働者になろうと

する者に関する情報について、当該情報の提供を依頼した者の承諾を得ることなく当

該情報を改変して提供してはならないこと。 

 

(3) 労働争議に対する不介入 

  募集情報等提供事業を行う者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟

罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に関する募集情報の提供を行ってはならな

い（指針第８の３）。 

 

(4) 適正な宣伝広告等に関する事項 

イ 職業安定機関その他公的機関と関係を有しない募集情報等提供事業を行う者は、こ

れと誤認させる名称を用いてはならないこと。 

ロ 募集情報等提供事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、法第５条の４第１項及

び第３項並びに不当景品類及び不当表示防止法（昭和 37 法律第 134 号）の趣旨に鑑

みて、不当に利用者を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示をし

てはならないこと。 

ハ 労働者になろうとする者に対する募集情報等提供事業の利用の勧奨については、労

働者になろうとする者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くこと

ができるよう、募集情報等提供事業の質を向上させ、これを訴求することによって行

うべきものであり、募集情報等提供事業を行う者が労働者になろうとする者に金銭等



22 
 

を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目

で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行って

はならないこと。 

 

１．令和７年指針改正の趣旨 

労働者になろうとする者に対して行われる金銭等の提供については、その趣

旨・目的は様々なものがあるとしても、労働市場に与える影響という観点から見

ると、労働者の行動選択に影響を与え、金銭等の誘因による離転職など、適正な

労働力需給調整機能への望ましくない影響がある。また、こうした離転職の場合

にも、求人側には成功報酬など事業者への料金支払い負担が残されることも課題

として指摘されてきた。このほか、労働者が、金銭等の提供を受けるため、その

登録する複数の募集情報等提供事業者に対して就職の報告をすることが原因と

なって、求人企業が当該複数の募集情報等提供事業者から成功報酬を請求される

事案（求人側が当該採用と関係があるとの認識がない事業者からも請求される

等）も増え、高額な違約金請求に発展するケースも見られるなど、業界の一部に

おいてトラブル等が生じており、事業の健全な中長期的発展という観点からも、

懸念すべき事態となった。 

２．措置内容 

このような状況を踏まえ、募集情報等提供事業（労働者の登録から就職・定着

までの全ての過程）における金銭等の提供を原則禁止とする規定（第８の５（3））

を職業安定法指針に設けることとした。なお、「金銭等」には電子を含めたギフ

ト券やポイントカードのポイントを含む。 

また、金銭等の誘因により、労働市場における適正な需給調整機能の発揮に支

障が生じないようにするという上記規定の趣旨に照らすと、下記(ｲ) 及び（ﾛ）

についてはこれに該当しないものとして、本要領において明確に示すこととし

た。 

(ｲ) 提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利用者からアンケート等

への回答を求める場合であって、回答者全てに対してではなく、抽選による少

数者に対して、500 円程度の電子ギフト券等を提供するもの。 

(ﾛ) イベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対

して、500 円程度の電子ギフト券等を提供するもの。（求人サイトへの登録の対

価として提供されるものを除く。） 

 

３．具体的規定と、その構造及び解釈 

「労働者になろうとする者に対する募集情報等提供事業の利用の勧奨について

は、労働者になろうとする者が希望する地域においてその能力に適合する職業に

就くことができるよう、募集情報等提供事業の質を向上させ、これを訴求するこ

とによって行うべきものであり、募集情報等提供事業を行う者が労働者になろう
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とする者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金そ

の他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提

供することによって行ってはならないこと。」 

 

具体的な規定については、上記のとおり、職業紹介事業に係る既存の規定と同

様のものであり、その構造は、労働者になろうとする者への金銭等の提供は好ま

しくないこととした上で、社会通念上相当と認められる程度を超えて行ってはな

らないとしたものである。 

この「社会通念上相当と認められる程度」に係る判断については、これまでの

職業紹介事業における判断方法を踏襲することとした。すなわち、提供される金

銭等の趣旨だけでなく、額や経済価値、提供手法、その有する離転職誘引効果、

複数事業者からの料金請求等に伴うトラブルが生じやすい又は生じてきた形態

かどうか等、労働市場への影響に鑑み、個別具体に総合判断することとなる。 

 

 

ニ 募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するもの

として当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金

銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当

該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メー

ルその他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対し誤解が生

じないよう明示すること。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所

を教示する等当該労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可能性のある方

法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。また、ホームペ

ージ上で規約自体をスクロールで確認させ、同意ボタンを押すよう求める、といった

方法のみでは労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可能性があることか

ら、適切な方法で明示しているとはいえないこと。 

なお、当該責務は募集情報等提供事業の利用に関連して生じる金銭で、当該事業を

利用する労働者の募集を行う者が負担するものについてあらかじめ誤解が生じない

よう明示することを求めるものであり、「違約金」という名称はあくまで例示である。 

金額については、具体的な額があらかじめ定まっていない場合は算定方法等を示す

ことにより、労働者の募集を行う者が想定していない請求を受けることのないよう分

かりやすく明示すること。「解除方法」については、当該利用に係る契約の解除方法

を指す。 

こうした違約金や解除方法に限らず、これらを含む契約の内容について、労働者の

募集を行う者に分かりやすく誤解が生じないよう明示すること。対面での説明の場合

は、特に利用料金や違約金等について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面を

手交し、非対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電

子メールを送付するといった方法を基本とし、それ以外であってもこれと同等の効果
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をもたらすものと言える方法で行うこと。 

 
７ その他 

(1）労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止に関する取組 

   イ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律（昭和 41 年法律第 132 号。以下「労働施策総合推進法」という。）第９

条により、労働者の募集及び採用について年齢制限を禁止することが義務化され

ているが、労働施策総合推進法施行規則第１条の３第１項により、合理的な理由

があって例外的に年齢制限が認められる場合が規定されている。 

   ロ 労働者の募集を行う者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則

（昭和 46 年労働省令第 24 号。以下「高齢法施行規則」という。）第６条の６第２

項各号に掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律（昭和 46 年法律第 68 号。以下「高齢法」という。）第 20 条第１項に規定す

る場合に該当するときは、その理由を示さなければならない。この場合の「適切

に提示する」とは、高齢法施行規則第６の６第１項の規定に準じて、求職者に対

して提示する求人の内容を記載又は記録した書面又は電磁的記録（電子メール、

ホームページ、ＦＡＸ、ＣＤ－ＲＯＭ等）に、当該理由を併せて記載又は記録す

る方法により提示することを原則とするものである。 

   ハ ただし、年齢制限を行う労働者の募集について、刊行物に掲載する広告その他

これに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合において、あらかじめ

当該広告等に当該理由を提示することが困難なときは、高齢法施行規則第６条の

６第３項の規定に準じて、当該事業主は、募集に応じて労働者になろうとする者

の求めに応じて、遅滞なく書面の交付、電子メール又はＦＡＸの送信、ホームペ

ージへの掲示等により当該理由を示すことができる。また、当該労働者になろう

とする者に対して提示する募集の内容を記載又は記録した書面又は電磁的記録

がない場合においても、上記と同様の方法により当該理由を示すことができるも

のとされている。 

   ニ イからハまでの趣旨に沿った事業運営を行うため、募集情報等提供事業を行う

者においては、１(2)及び（3）を踏まえ、以下のような対応をすることが望まし

いこと。 

    (ｲ) 労働者の募集を行う者が、募集情報等提供事業を行う者に募集情報の提供を

依頼する場合における、当該依頼に係る募集の内容を記載又は記録した書面等

の整備 

           募集情報等提供事業を行う者が労働者の募集を行う者から募集情報の提供

の依頼を受ける際の、当該募集の内容を記載又は記録した書面等について、年

齢制限の理由を記載することが可能な欄を設ける等所要の整備を図ること（特

記事項欄等の活用でも差し支えない。）。 

    (ﾛ) 募集情報の提供の依頼への対応 
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      年齢制限を行う募集情報の提供の依頼があった場合は、次に掲げる措置を講

ずること。 

      ① 内容の確認等 

当該募集情報の内容が労働施策総合推進法第９条及び高齢法第 20 条第

１項に違反するものでないか、必要な確認をすること。 

なお、年齢制限を行う理由については、労働施策総合推進法施行規則第

１条の３第１項各号において定められた例外事由であることが必要である

こと。 

また、高齢法第 20 条の趣旨に鑑み、労働者の募集を行う者は、労働施策

総合推進法施行規則第１条の３第１項各号に列挙されたいずれかの場合に

該当することを単に示す（対応する条文を記載する等）だけではなく、当

該労働者の募集及び採用にあたって年齢制限を行う具体的な理由を示す必

要があることに留意すること。このため募集情報等提供事業を行う者にあ

っては、年齢制限を行う募集を行う者に対し具体的な理由を示すよう求め

ること。 

労働者の募集を行う者が提示した理由が労働施策総合推進法施行規則第

１条の３第１項各号に該当するか否か不明である場合は、管轄の公共職業

安定所に対して照会すること。 

② 労働施策総合推進法第９条又は高齢法第 20 条第１項違反の募集情報の

提供の依頼への対応 

 (a) 提供を依頼された募集情報の内容が労働施策総合推進法第９条若しく

は高齢法第 20 条第１項に違反するものであることが疑われる場合又は

違反するものであると認められる場合は、当該募集情報について提供を

行わず、当該労働者の募集を行う者に対して、労働施策総合推進法第９

条及び高齢法第 20 条の趣旨等を説明し、当該提供依頼される募集情報

を是正するよう働きかけを行うこと。 

(b) (a)の働きかけにもかかわらず、労働施策総合推進法第９条又は高齢法

第 20 条第１項に違反する当該提供依頼をされる募集情報が是正されな

い場合には、当該募集情報について提供を行わず、様式「年齢制限求人

に係る情報提供」により管轄の公共職業安定所に対して情報提供を行う

こと。 

なお、この場合における募集情報等提供事業を行う者からの公共職業

安定所に対する情報提供を行うことは、労働施策総合推進法第９条又は

高齢法第 20 条の趣旨を確保するために行うものであることから、正当な

理由があるものであること。また、個人情報保護法第 27 条第１項第４号

の「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定

める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本

人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある
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とき。」にも該当するものであること。 

(c) 上記(b)の情報提供を行った場合、公共職業安定所から「勧告等結果報

告書」若しくは「是正結果報告書」の提供が行われるので、これらに基づ

いて適切に対応すること。 

③ 労働施策総合推進法施行規則第１条の３第２項への対応 

労働施策総合推進法施行規則第１条の３第２項の趣旨に基づき、募集及

び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者

の適性、能力、経験、技能の程度など、労働者が応募するにあたり求めら

れる事項ができる限り明示されるようにすること。 

   (ﾊ) 都道府県労働局需給調整事業担当部局における対応 

     都道府県労働局需給調整事業担当部局においては、これらの対応について募集

情報等提供事業を行う者等からの相談があった場合には、適正な事業運営のため

の助言、援助等を行うこと。 
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 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労

働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針

（平成11年労働省告示第141号） 

 

第１ 趣旨 

この指針は、職業安定法（以下「法」という。）第３条、第５条の３から第５条の５まで、第33

条の５、第42条、第43条の８及び第45条の２に定める事項等に関し、職業紹介事業者、求人者、労

働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給

を受けようとする者等が適切に対処するために必要な事項について定めたものである。 

また、法第５条の５の規定により職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者

、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が講ずべき

措置に関する必要な事項と併せ、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の遵守等に

ついても定めたものである。 

   

第２ 均等待遇に関する事項（法第３条） 

１ 差別的な取扱いの禁止 

職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）第２条第４号に規定

する派遣元事業主（以下「職業紹介等事業者」という。）は、全ての利用者に対し、その申込み

の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前

の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。 

また、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者は、求職者又は労

働者が法第48条の４第１項に基づく厚生労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別

的な取扱いをしてはならないこと。 

２ 募集に関する男女の均等な機会の確保 

職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者が、雇用の分野における

男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第５条の規程に違反

する内容の求人の申込みを受理して当該求人に対して職業紹介を行い、同条の規定に違反する内

容の労働者の募集に関する情報の提供を行い、若しくは同条の規定に違反する募集を行う労働者

の募集を行う者に労働者になろうとする者に関する情報の提供を行い、又は同条の規定に違反す

る募集に対して労働者を供給することは法第３条の趣旨に反するものであること。 

    

第３ 労働条件等の明示に関する事項（法第５条の３）         

１ 職業紹介事業者等による労働条件等の明示 

(1) 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者は、法第５条の３

第１項の規定に基づき、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者（

以下「求職者等」という。）に対し、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条

件（以下「従事すべき業務の内容等」という。）を可能な限り速やかに明示しなければならない

こと。 

(2) 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者

に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ

、法第５条の３第２項の規定に基づき、従事すべき業務の内容等を明示しなければならな

いこと。 

(3) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び

労働者供給を受けようとする者は、(1)又(2)により従事すべき業務の内容等を明示するに

当たっては、次に掲げるところによらなければならないこと。 

 イ 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。 

 ロ 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩

時間、休日等について明示すること。また、労働基準法（昭和22年法律第49号）第38条

の３第１項の規定により同項第２号に掲げる時間労働したものとみなす場合又は同法第



28 
 

38条の４第１項の規定により同項第３号に掲げる時間労働したものとみなす場合は、そ

の旨を明示すること。また、同法第41条の２第１項の同意をした場合に、同項の規定に

より労働する労働者として業務に従事することとなるときは、その旨を明示すること。 

 ハ 賃金に関しては、賃金形態（月給、日給、時給等の区分）、基本給、定額的に支払わ

れる手当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。また、一定時間分の

時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契

約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間

外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金（以下このハ及び第

４の２の（３）において「固定残業代」という。）に係る計算方法（固定残業代の算定

の基礎として設定する労働時間数（以下このハにおいて「固定残業時間」という。）及

び金額を明らかにするものに限る。）、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時

間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこ

と等を明示すること。 

 ニ 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試みの使用期間の

性質を有するものであっても、当該試みの使用期間の終了後の従事すべき業務の内容等

ではなく、当該試みの使用期間に係る従事すべき業務の内容等を明示すること。 

(4) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び

労働者供給を受けようとする者は、(1)又は(2)により従事すべき業務の内容等を明示す

るに当たっては、次に掲げるところによるべきであること。 

  イ 原則として、求職者等と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示

すること。なお、(3)ロ中段及び後段並びに(3)ハ後段に係る内容の明示については、

特に留意すること。 

  ロ 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは

、その旨を併せて明示すること。 

(5) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び

労働者供給を受けようとする者は、(1)又は(2)により従事すべき業務の内容等を明示する

に当たっては、次に掲げる事項に配慮すること。 

 イ 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の水準、範

囲等を可能な限り限定すること。 

 ロ 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的か

つ詳細に明示すること。 

 ハ 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異な

ることとなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務

の内容等が既に明示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者

等に速やかに知らせること。 

 

２ 求人者等による労働条件等の変更等に係る明示 

(1) 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者（以下「求人者等」という

。）は、法第５条の３第３項の規定に基づき、それぞれ、紹介された求職者、募集に応じて労働

者になろうとする者又は供給される労働者（(3) 及び(4)において「紹介求職者等」という。）

と労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して同条第一項の規定により明示

された従事すべき業務の内容等（以下この３において「第１項明示」という。）を変更し、特定

し、削除し、又は第１項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する場合は、当該契約

の相手方となろうとする者に対し、当該変更し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業務

の内容等（(3)において「変更内容等」という。）を明示しなければならないこと。 

(2) 法第５条の３第１項の規定に基づく明示について、１(4)ロにより、従事すべき業務の内容等

の事項の一部（以下この(2)において「当初明示事項」という。）が明示され、別途、当初明示

事項以外の従事すべき業務の内容等の事項が明示された場合は、当初明示事項を第１項明示とし

て取り扱うこと。 

(3) 求人者等は、(1)の明示を行うに当たっては、紹介求職者等が変更内容等を十分に理解するこ
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とができるよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。その際、次のイの方法によるこ

とが望ましいものであるが、次のロなどの方法によることも可能であること。 

イ 第１項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。 

 ロ 労働基準法第15条第１項の規定に基づき交付される書面（労働基準法施行規則（昭和

22年厚生省令第23号）第５条第４項第１号の規定に基づき送信されるファクシミリの記

録又は同項第二号の規定に基づき送信される電子メールその他のその受信する者を特定

して情報を伝達するために用いられる電気通信の記録を含む。）において、変更内容等

に下線を引き、若しくは着色し、又は変更内容等を注記すること。なお、第１項明示の

一部の事項を削除する場合にあっては、削除される前の当該従事すべき業務の内容等も

併せて記載すること。 

(4) 求人者等は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了し

た後、当該労働契約を締結するかどうか紹介求職者等が考える時間が確保されるよう、可

能な限り速やかに(1)の明示を行うこと。また、(1)の明示を受けた紹介求職者等から、第

１項明示を変更し、特定し、削除し、又は第１項明示に含まれない従事すべき業務の内容

等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明すること。 

(5) 第１項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであること。また、

第１項明示を安易に変更し、削除し、又は第１項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追

加してはならないこと。 

(6) 学校卒業見込者等（青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）第13条に規定

する学校卒業見込者等をいう。以下この(6)において同じ。）については、特に配慮が必要であ

ることから、第１項明示を変更し、削除し、又は第１項明示に含まれない従事すべき業務の内容

等を追加すること（１(4)ロにより、従事すべき業務の内容等の一部をやむを得ず別途明示する

こととした場合において、当該別途明示することとされた事項を追加することを除く。）は不適

切であること。また、原則として、学校卒業見込者等を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は

通知するまでに、法第５条の３第１項及び(1)の明示が書面により行われるべきであること。 

(7) 法第５条の３第１項の規定に基づく明示が法の規定に抵触するものであった場合、(1)の明示

を行ったとしても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。 

(8) 求人者等は、第１項明示を変更し、削除し、又は第１項明示に含まれない従事すべき業務の内

容等を追加した場合は、求人票等の内容を検証し、修正等を行うべきであること。 

３ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第20条第１項に規定する理由の適切な提示 

  職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律施行規則（昭和46年労働省令第24号）第６条の６第２項各号に掲げる書面又は電磁的記録によ

り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第20条第１項に規定する理

由の提示を受けたときは、当該理由を求職者等に対して、適切に提示すべきこと。 

 

第４ 求人等に関する情報の的確な表示に関する事項（法第５条の４） 

１ 提供する求人等に関する情報の内容 

職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者及

び労働者供給事業者は、広告等により求人等に関する情報を提供するに当たっては、職業

安定法施行規則（昭和22年労働省令第12号）第４条の２第３項各号に掲げる事項及び第３

の１の(3)ロからニまでにより明示することとされた事項を可能な限り当該情報に含めるこ

とが望ましいこと。 

２ 誤解を生じさせる表示の禁止 

職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者及

び労働者供給事業者は、広告等により求人等に関する情報を提供するに当たっては、求職

者、労働者になろうとする者又は供給される労働者に誤解を生じさせることのないよう、

次に掲げる事項に留意すること。 

(1) 関係会社を有する者が労働者の募集を行う場合、労働者を雇用する予定の者を明確にし

、当該関係会社と混同されることのないよう表示しなければならないこと。 

(2) 労働者の募集と、請負契約による受注者の募集が混同されることのないよう表示しなけ
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ればならないこと。 

(3) 賃金等（賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定残業代等

に関する事項をいう。以下同じ。）について、実際の賃金等よりも高額であるかのように

表示してはならないこと。 

(4) 職種又は業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはならないこ

と。 

３ 労働者の募集を行う者及び募集受託者による労働者の募集等に関する情報の提供 

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、法第５条の４第２項の規定により労働者の募

集に関する情報を正確かつ最新の内容に保つに当たっては、次に掲げる措置を講ずる等適

切に対応しなければならないこと。 

(1) 労働者の募集を終了した場合又は労働者の募集の内容を変更した場合には、当該募集に

関する情報の提供を速やかに終了し、又は当該募集に関する情報を速やかに変更するとと

もに、当該情報の提供を依頼した募集情報等提供事業を行う者に対して当該情報の提供を

終了するよう依頼し、又は当該情報の内容を変更するよう依頼すること。 

(2) 労働者の募集に関する情報を提供するに当たっては、当該情報の時点を明らかにするこ

と。 

(3) 募集情報等提供事業を行う者から、職業安定法施行規則第４条の３第４項又は第８の２

の(1)により、当該募集に関する情報の訂正又は変更を依頼された場合には、速やかに対応

すること。 

４ 求人等に関する情報を正確かつ最新の内容に保つための措置 

職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者は、職業安定法施

行規則第４条の３第４項第３号イからへまでに掲げる区分に応じ、当該イからヘまでの⑴

及び⑵に掲げる措置を可能な限りいずれも講ずることが望ましいこと。 

５ 公共職業安定所の求人情報の転載 

公共職業安定所が受理した求人の情報を転載する場合は、出所を明記するとともに、転

載を行う者の氏名又は名称、所在地及び電話番号を明示しなければならないこと。また、

求人情報の更新を随時行い、最新の内容にすること。 

 

第５ 求職者等の個人情報の取扱いに関する事項（法第５条の５） 

１ 個人情報の収集、保管及び使用 

(1) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、

労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、法第５条の５第１項の規定によりその

業務の目的を明らかにするに当たっては、求職者等の個人情報（１及び２において単に「個人情

報」という。）がどのような目的で収集され、保管され、又は使用されるのか、求職者等が一般

的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示すること。 

(2) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、

労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、その業務の目的の達成に必要な範囲内

で、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収

集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成

に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。 

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある

事項 

ロ 思想及び信条 

ハ 労働組合への加入状況 

(3) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、

労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、個人情報を収集する際には、本人から

直接収集し、本人の同意の下で本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情

報を収集する等の手段であって、適法かつ公正なものによらなければならないこと。 

(4) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、

労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、高等学校若しくは中等教育学校又は中
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学校若しくは義務教育学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長

の定める書類（全国高等学校統一用紙又は職業相談票（乙））により提出を求めること。 

(5) 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用

の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。 

(6) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事

業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、法第５条の５第１項又は

(2)、(3)若しくは(5)の求職者等本人の同意を得る際には、次に掲げるところによらなけれ

ばならないこと。 

イ 同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な

限り具体的かつ詳細に明示すること。 

ロ 業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用するこ

とに対する同意を、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者供給の条件と

しないこと。 

ハ 求職者等の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であること。 

２ 個人情報の適正な管理 

(1) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、

労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、その保管又は使用に係る個人情報に関

し、次の事項に係る措置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明

しなければならないこと。 

イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置 

ロ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するための措置 

ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置 

ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置 

(2) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業

者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が、求職者等の秘密に該当する個

人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳

重な管理を行わなければならないこと。 

(3) 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の適正管理に関する

規程を作成し、これを遵守しなければならないこと。 

イ 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項 

ロ 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項 

ハ 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正（削除を含む。以下同じ。）の取扱いに

関する事項 

ニ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項 

(4) 職業紹介事業者、特定募集情報等提供事業者及び労働者供給事業者は、本人が個人情報を開示

又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこ

と。 

３ 個人情報の保護に関する法律の遵守等 

１及び２に定めるもののほか、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受

託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者

は、個人情報の保護に関する法律第２条第11項に規定する行政機関等又は第16条第２項に規定す

る個人情報取扱事業者（以下「個人情報取扱事業者」という。）に該当する場合には、それぞれ

同法第５章第２節から第４節まで又は同法第４章第２節に規定する義務を遵守しなければならな

いこと。 

 

第６ 職業紹介事業者の責務等に関する事項（法第33条の５） 

１ 職業安定機関との連携 

(1) 職業安定機関との連携 

職業紹介等事業者は、求人、求職等の内容がその業務の範囲外にあると認めるときは、公共職

業安定所の利用を勧奨する等適切に対応すること。また、職業紹介等事業者は、労働力の需要供



32 
 

給の適正かつ円滑な調整を図るため、職業安定機関の行う雇用情報の収集、標準職業名の普及等

に協力するよう努めるものとする。 

(2) 学校との連携 

職業紹介事業者（法第33条の２第１項の規定による届出をして職業紹介事業を行う学校を除く

。）は、高等学校、中等教育学校、中学校又は義務教育学校の新規卒業予定者に対する職業紹介

を行うに当たっては、学校との連携に関し、次に掲げる事項に留意すること。 

イ 生徒に対して求人情報の提供等を行う際には、当該生徒が在籍する学校を通じて行うように

すること。 

ロ 職業紹介事業者が行う職業紹介が、公共職業安定所及び学校が行う新規学校卒業予定者に対

する職業紹介の日程に沿ったものとなるようにし、生徒の職業選択について必要な配慮を行う

こと。 

ハ その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこと。 

２  職業紹介事業者における求人の申込みに関する事項 

(1) 職業紹介事業者は、原則として、求人者に対し、求人の申込みが法第５条の６第１項各号のい

ずれかに該当するか否かを申告させるべきこと。 

(2) 職業紹介事業者は、求人の申込みが法第５条の６第１項各号のいずれかに該当することを知っ

た場合は、当該求人の申込みを受理しないことが望ましいこと。 

３ 求職者の能力に適合する職業の紹介の推進 

職業紹介事業者は、求職者の能力に適合した職業紹介を行うことができるよう、求職者の能力

の的確な把握に努めるとともに、その業務の範囲内において、可能な限り幅広い求人の確保に努

めること。 

４ 求職者又は求人者等からの苦情の適切な処理 

職業紹介事業者は、職業安定機関、特定地方公共団体及び他の職業紹介事業者等と連携を図り

つつ、当該事業に係る求職者又は求人者等からの苦情（あっせんを行った後の苦情を含む。）を

迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。 

５ 職業紹介により就職した者の早期離職等に関する事項 

(1) 職業紹介事業者は、その紹介により就職した者（期間の定めのない労働契約を締結した者に限

る。）に対し、当該就職した日から２年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。 

(2) 有料職業紹介事業者は、返戻金制度（職業安定法施行規則第24条の５第１項第２号に規定する

返戻金制度をいう。以下同じ。）を設けることが望ましいこと。 

(3) 有料職業紹介事業者は、法第32条の13の規定に基づき求職者に対して手数料に関する事項を明

示する場合、求職者から徴収する手数料に関する事項及び求人者から徴収する手数料に関する事

項を明示しなければならないこと。また、職業紹介事業者は、同条の規定に基づき、返戻金制度

に関する事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならないこと。 

６ 職業紹介事業に係る適正な許可の取得 

(1) 求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求

職の申込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は、職業紹介事

業の許可等が必要であること。また、いわゆるアウトプレースメント業のうち、教育訓練、相談

、助言等のみならず、職業紹介を行う事業は職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行

うためには、職業紹介事業の許可等が必要であること。 

(2) 次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、当該者の判断が電子情報処理組織によ

り自動的に行われているかどうかにかかわらず、職業紹介事業の許可等が必要であること。また

、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断して、求人者に求職者

を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うものであり、募集情報等提供事業

はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介事業に該当するもので

あり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要であること。 

 イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手

に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。 

 ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手と

なる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。 
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 ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当

該意思疎通の加工を行うこと。 

７ 再就職支援を行う職業紹介事業者に関する事項 

(1) 事業主の依頼に応じて、その雇用する労働者に対し再就職支援を行う職業紹介事業者（以下「

再就職支援事業者」という。）が、直接当該労働者の権利を違法に侵害し、又は当該事業主によ

る当該労働者の権利の違法な侵害を助長し、若しくは誘発する次に掲げる行為を行うことは許さ

れないこと。 

イ 当該労働者に対して、退職の強要（勧奨を受ける者の自由な意思決定を妨げる退職の勧奨で

あって、民事訴訟において違法とされるものをいう。以下同じ。）となり得る行為を直接行う

こと。 

ロ 退職の強要を助長し、又は誘発するマニュアル等を作成し事業主に提供する等、退職の強要

を助長し、又は誘発する物又は役務を事業主に提供すること。 

(2) 再就職支援事業者が次に掲げる行為を行うことは不適切であること。 

イ 当該労働者に対して、退職の勧奨（退職の強要を除く。）を直接行うこと。 

ロ 事業主に対して、その雇用する労働者に退職の勧奨を行うよう積極的に提案すること。 

８ 助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項 

雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第102条の５第２項第１号イ（4）、第

110条第２項第１号イ、第７項第１号イ、第９項第１号イ、第11項第１号イ及び第12項第１

号イ、第110条の３第２項第１号イ及び第３項第１号並びに第112条第２項第１号ハ、第２

号ハ、第３号イ（3）及び第４号ハ、附則第15条の５第２項第１号イ及び第６項第１号イ並

びに附則第15条の６第２項第１号イの規定に基づき助成金の支給に関し職業安定局長が定

めることとされている条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守するこ

と。 

９ 適正な宣伝広告等に関する事項 

 (1) 職業安定機関その他公的機関と関係を有しない職業紹介事業者は、これと誤認させる名称を用

いてはならないこと。 

 (2) 職業紹介事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、法第５条の４第１項及び第３項並びに不

当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）の趣旨に鑑みて、不当に求人者又は求職

者を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示をしてはならないこと。 

 (3) 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就

くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきもの

であり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お

祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供するこ

とによって行ってはならないこと。 

(4) 職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する求

人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む

契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他

の適切な方法により、あらかじめ当該求人者に対し誤解が生じないよう明示すること。ただし、口頭

によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等当該求人者が同一文面を再読できない可能

性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。 

 10 国外にわたる職業紹介を行う職業紹介事業者に関する事項 

 (1) 職業紹介事業者（法第33条の２第１項の規定により無料職業紹介事業を行う同項各号に掲げる

施設の長を除く。以下この10において同じ。）は、国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、

法第32条の12第１項（法第33条第４項及び第33条の３第２項において準用する場合を含む。）の

規定により、その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を届け出た場合に

は、その相手先国をはじめ、その範囲内で職業紹介を行わなければならないこと。 

 (2) 職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法（

昭和26年政令第319号）その他の出入国に関する法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を

行わなければならないこと。 

 (3) 職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金
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銭を貸し付け、又は求人者がそれらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行ってはなら

ないこと。 

 (4) 職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に

該当するものを利用してはならないこと。 

  イ 相手先国において活動を認められていない取次機関 

  ロ 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を

管理し、求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他不当

に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金

銭を貸し付ける取次機関 

 (5) 職業紹介事業者は、職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わ

ず、金銭その他の財産を管理され、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行につ

いて違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している

ことを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行ってはならないこと。 

11 職業紹介事業者が行う離職状況に係る調査に関する事項 

 (1) 職業紹介事業者は、法第32条の16第３項（法第33条第４項、第33条の２第７項及び第33条の３

第２項において準用する場合を含む。）の規定による情報の提供を行うに当たり、その紹介によ

り就職した者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者（以下この９において「無期雇用就

職者」という。）が職業安定法施行規則第24条の８第３項第２号（同令第25条第１項、第25条の

２第６項及び第25条の３第２項において準用する場合を除く。）に規定する者に該当するかどう

かを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならな

いこと。 

 (2) 求人者は、無期雇用就職者を雇用した場合は、可能な限り、当該無期雇用就職者を紹介した職

業紹介事業者が行う(1)の調査に協力すること。 

 

第７ 労働者の募集を行う者等の責務に関する事項（法第42条） 

   労働者の募集を行う者又は募集受託者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と連携を図りつ

つ、当該事業に係る募集に応じて労働者になろうとする者からの苦情を迅速、適切に処理するた

めの体制の整備及び改善向上に努めること。 

  

第８ 募集情報等提供事業を行う者の責務に関する事項（法第43条の８） 

１ 職業安定機関等との連携 

募集情報等提供事業を行う者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、職業

安定機関の行う雇用情報の収集、標準職業名の普及等に協力するよう努めるものとすること。 

２ 労働者の募集等に関する情報の提供 

(1) 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集に関する情報が次のいずれかに該当すると認

めるときは、当該情報の提供を依頼した者に対して当該情報の変更を依頼し、又は当該情報の

提供を中止しなければならないこと。特に、当該情報がイに該当することを認めながら提供し

た場合には、法第63条第２号に違反することとなるおそれがあること。 

イ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の労働者の募集に関する情報 

ロ その内容が法令に違反する労働者の募集に関する情報 

(2) 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集に関する情報が(1)のイ又はロのいずれかに

該当するおそれがあると認めるときは、当該情報の提供を依頼した者に対し、当該情報が(1)の

イ若しくはロのいずれかに該当するかどうか確認し、又は当該情報の提供を中止すること。 

(3) 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集に関する情報又は労働者になろうとする者に

関する情報について、当該情報の提供を依頼した者の承諾を得ることなく当該情報を改変して

提供してはならないこと。 

３ 募集情報等提供事業を行う者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は

作業所閉鎖の行われている事業所に関する募集情報等提供を行ってはならないこと。 

４ 労働者になろうとする者に関する情報を収集して募集情報等提供事業を行う場合は、当該情報

により必ずしも特定の個人を識別することができない場合であっても特定募集情報等提供事業に
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該当すること。 

５ 適正な宣伝広告等に関する事項 

(1) 職業安定機関その他公的機関と関係を有しない募集情報等提供事業を行う者は、これと誤認

させる名称を用いてはならないこと。 

(2) 募集情報等提供事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、法第５条の４第１項及び第３項

並びに不当景品類及び不当表示防止法の趣旨に鑑みて、不当に利用者を誘引し、合理的な選択

を阻害するおそれがある不当な表示をしてはならないこと。 

(3) 労働者になろうとする者に対する募集情報等提供事業の利用の勧奨については、労働者になろう

とする者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、募集情報等提

供事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、募集情報等提供事業を

行う者が労働者になろうとする者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝

い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することに

よって行ってはならないこと。 

(4) 募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するものとして当該事

業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が

発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該労働者の募集を行う者に分かりやすく

明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の

募集を行う者に対し誤解が生じないよう明示すること。ただし、口頭によるもののほか、ホームペ

ージの該当箇所を教示する等当該労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可能性のある方

法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。 

６ 適切かつ迅速な苦情処理のための体制整備 

募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受

託者、職業紹介事業者、他の募集情報等提供事業を行う者、特定地方公共団体又は労働者供給

事業者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、相談窓口を明

確にするとともに、必要な場合には職業安定機関と連携を行うこと。 

 

第９ 労働者供給事業者の責務に関する事項（法第45条の２） 

   労働者供給事業者は、当該事業の運営に当たっては、その改善向上を図るために次に掲げる事

項に係る措置を講ずる必要があること。 

 １ 労働者供給事業者は、供給される労働者に対し、供給される労働者でなくなる自由を保障しな

ければならないこと。 

 ２ 労働者供給事業者は、労働組合法（昭和24年法律第174号）第５条第２項各号に掲げる規定を

含む労働組合の規約を定め、これを遵守する等、民主的な方法により運営しなければならないこ

と。 

３ 労働者供給事業者は、無料で労働者供給事業を行わなければならないこと。 

４ 労働者供給事業者は、供給される労働者から過度に高額な組合費を徴収してはならないこと。 

５ 労働者供給事業者は、供給される労働者の就業の状況等を踏まえ、労働者供給事業者又は労働

者供給を受ける者が社会保険及び労働保険の適用手続を適切に進めるように管理すること。 

６ 労働者供給事業者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と連携を図りつつ、当該事業に係る

供給される労働者からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めるこ

と。 
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第４ 個人情報保護法の遵守等 
 

１ 概要 
(1) 法第５条の５、第 51 条及び指針 

特定募集情報等提供事業者による個人情報の適正な取扱いについては、法第５条の５

及び第 51 条において、求職者の個人情報の取扱いに関する規定及び秘密を守る義務等

に関する規定が設けられ、さらに、指針第５の１及び２において、労働者になろうとす

る者の個人情報の取扱いに関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項が

定められている。 

また、指針第５の３において、特定募集情報等提供事業者による個人情報の保護の一

層の促進等を図る見地から、法に基づく事業実施上の責務の一つとして、特定募集情報

等提供事業者は、個人情報保護法第２条第 11 項に規定する行政機関等又は同法第 16 条

第２項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合にあっては、同法第５章第２節か

ら第４節まで又は同法第４章第２節に規定する義務を遵守しなければならないことと

されている。 

 

(2) 違反の場合の効果 

個人情報保護法に違反した特定募集情報等提供事業者については同法に基づく個人

情報保護委員会による指導・助言等の対象とされている。また、法に違反する場合には、

法に基づく指導助言等の対象ともなる。 

 

２ 特定募集情報等提供事業者に課せられる義務等について 
 特定募集情報等提供事業者は、指針第５の３により、行政機関又は個人情報取扱事業者

に該当する場合には、個人情報保護法第５章第２節から第４節まで又は第４章第２節に規

定する義務を遵守しなければならないこととされていること。具体的には、個人情報取扱

事業者に該当する特定募集情報等提供事業者は、個人情報保護委員会が定める「個人情報

の保護に関する法律についての ガイドライン（通則編）」 

（https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/）等に留意しなければならない。また、

法第５条の５及び指針第５の３の遵守に当たって留意すべき点は第３の３のとおりであ

ること。 
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第５ 違反行為の防止、摘発 

 

１ 概要 

  募集情報等提供事業の適正な運営を確保し、労働力需給の適正かつ円滑な調整を図ると

ともに、労働者になろうとする者の職業選択に資するため、労働者になろうとする者から

の相談に対する適切な対応や、募集情報等提供事業を行う者に対する募集情報等提供事業

に関する制度の周知徹底、指導、助言を通じて違反行為の防止を行うとともに、法違反を

確認した場合には、所要の指導、助言、行政処分又は告発を行うこととする。 

 
２ 募集情報等提供事業を行う者への周知徹底 

  募集情報等提供事業の適正な運営と労働者になろうとする者の保護を図るためには、募

集情報等提供事業に関する制度の正しい理解が必要不可欠であることから、募集情報等提

供事業を行う者に対するリーフレット等の作成・配布、募集情報等提供事業に関する制度

についての説明会の開催、都道府県労働局及び公共職業安定所内の適当な場所への掲示そ

の他の啓発を本省及び都道府県労働局において積極的に行うこととする。 

 

３ 指導及び助言 

(1) 概要 

   厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、募集情報等提供

事業を行う者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をす

ることができる。（法第 48 条の２） 

 

(2) 権限の委任 

   指導及び助言に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任するものとす

る。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

 
４ 報告 

(1) 概要 

   行政庁は、この法律の施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めると

ころにより、募集情報等提供事業を行う者（募集情報等提供事業を行う場合における地

方公共団体を除く。）に対し、必要な事項を報告させることができる。（法第 50 条第１

項） 

 

(2) 意義 

  イ 当該報告は、違法行為の行われている恐れのある場合等必要がある場合について、

必要な事項を報告させるものである。 

  ロ 「必要な事項」とは、募集情報等提供事業の運営に関する事項及び労働者の就職に

関する事項であり、具体的には、例えば、個々の労働者の募集に関する情報の内容等
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である。 

 

(3) 報告の徴収手続 

   必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び理由を書面により通知する

ものとする（規則第 33 条）。 

 

(4) 権限の委任 

   指導及び助言に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任するものとす

る。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

 
(5) 違反の場合の効果 

   この報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、法第 66 条第９号に該当し 30 万円以

下の罰金に処せられる場合がある。 

 

５ 立入検査 
(1) 立入検査の実施 

イ 概要 

行政庁は、募集情報等提供事業を行う者（募集情報等提供事業を行う場合における

地方公共団体を除く。）の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は

帳簿、書類その他の物件を検査させることができる（法第 50 条第２項）。なお、国

の行政機関が自ら募集情報等提供を事業として行う場合にあっては適用がない。 

ロ 意義 

(ｲ) 当該立入検査は、違法行為の申告があり、事業停止等の行政処分をするに当たっ

て、その是非を判断する上で必要な場合等、４の報告のみでは、事業運営の内容を十

分に把握できないような場合に、限定的に、必要最小限の範囲において行われるもの

である。 

立入検査の対象となるのも、当該立入検査の目的を達成するため必要な事業所及び

帳簿、書類その他の物件に限定されるものである。 

(ﾛ) 「事業所その他の施設」とは、募集情報等提供事業を行う者の事業所その他の施設

等に限られる。 

(ﾊ) 「関係者」とは、募集情報等提供事業運営の状況について質問するのに適当な者を

いうものであり、具体的には、労働者になろうとする者、募集情報等提供事業を行う

者等である。 

(ﾆ) 「帳簿、書類その他の物件」とは、募集情報等提供事業の運営に関する重要な書類

が含まれるものである。 

 

(2) 証明書 

イ 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を必ず携帯し、関係者に提示しなけ
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ればならない（法第 50 条第３項）。 

ロ 立入検査のための証明書は、職業紹介事業等立入検査証（様式第９号）による（規

則第 33 条第２項）。 

 

(3) 立入検査の権限 

イ 概要 

当該立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない

（法第 50 条第４項）。 

ロ 意義 

職業安定機関は、司法警察員の権限を有せず、当該立入検査の権限は行政による検

査のために認められたものであり、犯罪捜査のために認められたものと解してはなら

ないものである。 

 

(4) 権限の委任 

立入検査に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任するものとする。

ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

 

(5) 違反の場合の効果 

この立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の陳述をした場合は、法第 66 条第 10 号に該当し、30 万円以下の罰金

に処せられる場合がある。 
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第６ 違法行為による罰則、行政処分等 
 

１ 違法行為による罰則 
募集情報等提供事業に関連する違法行為による主な罰則は、次のとおりである。 

(1) 法第 63 条 

公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で募集情報等提供を行い、又はこ

れらに従事したときは、その違反行為をした者は、１年以上 10 年以下の拘禁刑又は 20

万円以上 300 万円以下の罰金に処せられる（第２号）。 

 

(2) 法第 64 条 

 法第 43 条の４の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したと

きは、その違反行為をした者は、１年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処せられ

る（第９号）。 

 

(3) 法第 65 条 

次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、６箇月以下の拘禁刑又は

30 万円以下の罰金に処せられる。 

イ 第 43 条の３の規定に違反したとき（第６号）。 

ロ 第 43 条の２第１項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行っ

たとき（第７号）。 

ハ 虚偽の広告をし、又は虚偽の条件を提示して、募集情報等提供を行い、又はこれに

従事したとき（第９号）。 

 

(4) 法第 66 条 

次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、30 万円以下の罰金に処

せられる。 

イ 第 43 条の２第１項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき

（第７号）。 

ロ 第 43 条の２第２項又は第３項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたと

き（第８号）。 

ハ 法第 49 条又は法第 50 条第１項の規定に違反して、故なく報告せず、又は虚偽の報

告をしたとき（第９号）。 

ニ 法第 50 条第２項の規定に違反して、検査又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し

たとき（第 10 号）。 

ホ 法第 51 条第１項の規定に違反して、秘密を漏らしたとき（第 11 号）。 
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２ 違法行為による行政処分等 
(1) 概要 

  募集情報等提供に関連して法に違反する行為があった場合、特定募集情報等事業者に

対しては、事業停止命令（法第 43 条の４）、募集情報等提供事業を行う者に対しては

改善命令（法第 48 条の３第１項）の行政処分の対象となる。この場合、事業停止命令

又は改善命令の行政処分を行うときは弁明の機会を付与しなければならない 。 

 

(2) 事業停止命令 

イ 概要 

厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が、次のいずれ かに該当したときは、

期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。なお、国の行

政機関が自ら募集情報等提供を事業として行う場合にあっては適用がない。 

(ｲ) 法第５条の５の求職者等の個人情報の取扱いに関する規定に違反したとき。 

(ﾛ) 法第 43 条の３の報酬受領の禁止の規定に違反したとき。 

(ﾊ) 法第 51 条の秘密を守る義務等に関する規定に違反したとき。 

(ﾆ) 法第 48 条の３第１項に基づく改善命令に違反したとき。 

ロ 意義 

  事業停止命令は、当該事業所において事業停止期間中に事業 運営方法の改善を図

るため、また、一定の懲戒的な意味において行うものである。 

ハ 権限の委任 

    特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止に関する権限は、当該特定募集

情報等提供事業を行う者の主たる事務所及び当該特定募集情報等提供事業を行

う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任するものとする。ただし、

厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

 

(3) 改善命令 

イ 概要 

厚生労働大臣は募集情報等提供事業を行う者が、その業務に関し職業安定法又はこ

れに基づく命令の規定に違反した場合において、業務の適正な運営を確保するために

必要な措置を講ずべきことを命ずることができる（法第 48 条の３第１項）。なお、

国の行政機関が自ら募集情報等提供を事業として行う場合にあっては適用がない。 

ロ 意義 

改善命令は、違法行為そのものの是正を図るのではなく、法違反を起こすような募

集情報等提供事業の運営方法そのものの改善を行わせるものである。 

ハ 権限の委任 

  改善命令に関する権限は、当該募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所及

び当該募集情報等提供事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げ
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ない。 

  

３ 行政処分を行った募集情報等提供事業を行う者の公表 
(1) 概要 

  行政処分を行った募集情報等提供事業を行う者については、労働者になろうとする者

及び労働者の募集を行う者にその事実を情報提供することを目的とし、事業者名等を公

表することとする。 

本公表は、あくまで、情報提供の目的で実施するものであると ころ、違法行為につ

いて勧告を受けた求人者がこれに従わなかった際にその旨を公表（法第 48 条の３第３

項）する場合のように、「公表される者に対する制裁効果や違法行為の抑止といった効

果」を期待するものではなく、当該事業者に対する処罰を目的とするものではない。 

具体的には、厚生労働大臣又は都道府県労働局長において法第 48 条の３に基づき行

政処分を行った場合は、当該事業者名等の公表を行う。当該公表については、厚生労働

省又は都道府県労働局のホームページにおいて行うこととする。 

 

(2) 公表内容 

 イ 公表日 

ロ  事業者情報 

ハ  処分内容 

ニ  処分理由  
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参考様式 

 

年齢制限求人に係る情報提供 
 

  年  月  日 

 

（     ）公共職業安定所長 殿 

 

（募集情報等提供事業を行う者の氏名又は名称） 

 

当社の取扱いに係る労働者の募集に関する情報の提供の依頼について、下記のとおり、労

働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和

41 年法律第 132 号）第９条又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律第

68 号）第 20 条第１項違反と思われる事案がありましたので、情報提供いたします。 

 

記 

 

１ 違反と思われる事業主の氏名又は名称及び連絡先 

氏名又は名称：（記載例）○○社○○事業所 

連絡先（住所又は所在地、電話番号等）： 

 
 

 

２ 事案の概要（違反する法律の条項、求人の職種、年齢制限の内容及び理由、委託の申込

みの日付等） 

（記載例） 
○○年○○月○○日に申込みのあった○○の職種の募集に係る募集情報の内容につい

て、○○歳以下という条件が付されているが、これは労働施策の総合的な推進並びに労

働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第１条の３第１項各号に

該当しないものと考えられる。 

 

 

３ 処理の状況（当社からの働きかけの内容、募集の委託の状況等） 

（記載例） 
 当社において年齢制限の是正を働きかけたものの、これに応じなかった為に募集情報

の提供を行わなかった。 

 

 

 

４ その他特記事項 
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第７ 様式集 
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様式第８号の３（表面） 

（日本産業規格Ａ列４） 

※ 届出受理番号  

※ 届出受理年月日 年  月  日 

 

特定募集情報等提供事業届出書 

 厚 生 労 働 大 臣 殿 

①届出者              

 

職業安定法第 43 条の２第１項の規定により下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

② 名 称
（ ふ り が な ）

 

 

 

③ 所 在 地
（ ふ り が な ）

 

〒    －       

 

 

 

 

④ 電 話 番 号     （    ） 

⑤ 代 表 者 

役 名  

氏 名
（ふりがな）

 

 

 

⑥ 事業開始予定年月日       年  月  日 

⑦ 職業紹介事業 
許 可 番 号 

届出受理番号 

 

⑧ 労働者派遣事業 許 可 番 号  

⑨ 備 考  
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様式第８号の３（裏面） 

⑩ 提供する主な 

サービスの名称 

⑪ 職業安定法第４条 

 第６項に掲げる行為のうち

該当するもの 

⑫ ＵＲＬ 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 

記載要領 

１ ※欄には記載しないこと。 

２ ①欄には、届出者の氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載

すること。 

３ ③欄には、事業者の所在地を記載すること。 

４ 届出者が職業紹介事業者である場合には、⑦欄に当該職業紹介事業の許可番号又は届出

受理番号を記載すること。 

５ 届出者が派遣元事業主である場合には、⑧欄に当該労働者派遣事業の許可番号を記載す

ること。 

６ ⑨備考欄には、担当者の職名、氏名及び電話番号を記載すること。 

７ ⑩欄～⑫欄について、所定の欄に記載し得ないときは別紙に記載して添付すること。 

８ ⑩欄には、提供する主なサービスにおいて用いている名称を記載すること。所定の欄に

記載し得ないときには別紙に記載して添付すること。 

９ ⑪欄には、職業安定法第４条第６項各号に掲げる行為のうち、⑩欄に記載したサービス

が該当するものを記載すること。複数該当するものがある場合は、全て記載すること。 

10 ⑫欄には、⑩欄で記載したサービスがインターネットを通じて提供される場合、その代

表的なＵＲＬを記載すること。 

11 ②欄、③欄及び⑩欄～⑫欄については、人材サービス総合サイトにおいて公表されるこ

とに留意すること。  
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様式第８号の４（表面） 

（日本産業規格Ａ列４） 

特定募集情報等提供事業変更届出書 

  ①   年  月  日 

 厚 生 労 働 大 臣 殿 

② 届出者              

 

職業安定法第 43 条の２第２項の規定により下記のとおり変更を届け出ます。 

 

記 

 
③ 届出受理番号  

④ 名 称
（ ふ り が な ）

 

 

 

⑤ 所 在 地
（ ふ り が な ）

 

〒    －      電話    （    ） 

 

 

 

 

⑥ 代 表 者 

役 名  

氏 名
（ふりがな）

 

 

 

⑦ 職業紹介事業 
許 可 番 号 

届出受理番号 

 

⑧ 労働者派遣事業 許 可 番 号  

⑨ 変 更 年 月 日       年  月  日 

⑩ 変 更 理 由  

⑪ 備 考  
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様式第８号の４（裏面） 

 

記載要領 

１ ①欄には、届出書を提出する年月日を記載すること。 

 

２ ②欄には、届出者の氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載

すること。 

 

３ ③欄には、届出の際に付与された届出受理番号を記載すること。 

 

４ ⑤欄には、事業者の所在地を記載すること。 

 

５ 届出者が職業紹介事業者である場合には、⑦欄に当該職業紹介事業の許可番号又は届出

受理番号を記載すること。 

 

６ 届出者が派遣元事業主である場合には、⑧欄に当該労働者派遣事業の許可番号を記載す

ること。 

 

７ ⑨欄には、変更事項について、変更した年月日を記載すること。 

 

８ ⑩欄には、変更した理由を具体的に記載すること。 

 

９ ⑪備考欄には、担当者の職名、氏名及び電話番号を記載すること。 
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様式第８号の５（表面） 

（日本産業規格Ａ列４） 

特定募集情報等提供事業廃止届出書 

  ①   年  月  日 

 厚 生 労 働 大 臣 殿 

② 届出者              

 

 特定募集情報等提供事業を廃止したので、職業安定法第 43 条の２第３項の規定により 

下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 
③ 届出受理番号  

④ 名 称
（ ふ り が な ）

 

 

 

⑤ 所 在 地
（ ふ り が な ）

 

〒    －      電話    （    ） 

 

 

 

 

⑥ 代 表 者 

役 名  

氏 名
（ふりがな）

 

 

 

⑦ 廃 止 年 月 日       年  月  日 

⑧ 廃 止 理 由  

⑨ 備 考  
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様式第８号の５（裏面） 

 

記載要領 

１ ①欄には、届出書を提出する年月日を記載すること。 

 

２ ②欄には、届出者の氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載

すること。 

 

３ ③欄には、届出の際に付与された届出受理番号を記載すること。 

 

４ ⑤欄には、事業者の所在地を記載すること。 

 

５ ⑦欄には、特定募集情報等提供事業を廃止した年月日を記載すること。 

 

６ ⑧欄には、事業を廃止した理由を具体的に記載すること。 

 

７ ⑨備考欄には、担当者の職名、氏名及び電話番号を記載すること。 
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様式第８号の６（第１面） 

（日本産業規格Ａ列４） 

特定募集情報等提供事業概況報告書 

  ①   年  月  日 

 厚 生 労 働 大 臣 殿 

② 提出者            

 

職業安定法第 43 条の５の規定により、下記のとおり事業概況報告書を提出します。 

 

③ 届出受理番号  

④ 名 称
（ ふ り が な ）

 
 

⑤ 所 在 地
（ ふ り が な ）

 

〒    －      電話    （    ） 

 

⑥ 代 表 者 

役 名 
 

氏 名
（ふりがな）

 
 

 

Ⅰ.公表項目 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 

⑧ 職業安定法第４条 

 第６項に掲げる行為の 

うち該当するもの 

⑨ ＵＲＬ 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 

 

 □ 第１号 □ 第２号 

□ 第３号 □ 第４号 
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様式第８号の６（第２面） 

Ⅱ ６月１日現在の状況報告 
１ 労働者の募集に関する情報を提供している場合 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 

⑩ 労働者の募集に 

関する情報の概数 

⑪ 情報を収集している 

労働者になろうとする者 

に関する情報の概数 

   

   

   

   

   

 

⑫ 概数に係る説明 

 

 

 

 

 

２ 労働者になろうとする者に関する情報を提供している場合 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 

⑬ 労働者になろうとする者

に関する情報の概数 

⑭ 労働者になろうとする

者に関する情報の 

提供先の概数 

   

   

   

   

   

 

⑮ 概数に係る説明 
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様式第８号の６（第３面） 

３ 提供するサービスの概要 

⑦ 提供する主な 

サービスの名称 
⑯ サービスの概要 

  

  

  

  

  

 

４ 適切な事業運営に関する事項 

 ⑰ 法第５条の４第１項及び第３項の規定に基づく労働者の募集に関する情報又は労働

者になろうとする者に関する情報の的確な表示のために措置に関する事項 

 ＜法第５条の４第１項（虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示の禁止）について＞ 
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様式第８号の６（第４面） 

 

＜法第５条の４第３項（正確かつ最新の内容に保つために講ずる措置）について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑱ 法第５条の５第１項の規定に基づき求職者等に明らかにしている業務の目的及び同

条第２項の規定に基づき個人情報を適正に管理するために講じている措置 

＜法第５条の５第１項の規定に基づき求職者等に明らかにしている業務の目的＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 法 第 ５ 条 の ５ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 個 人 情 報 を 適 正 に 管 理 す る た め に 講 じ て い る 措 置 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 法第 43 条の７第２項の規定に基づき、苦情の処理のために整備している体制に関す

る事項 
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様式第８号の６（第５面） 

 

記載要領 

１ ①欄には、事業概況報告書を提出する年月日を記載すること。 

 

２ ②欄には、提出者の氏名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載

すること。 

 

３ ③欄には、届出の際に付与された届出受理番号を記載すること。 

 

４ ⑤欄には、事業者の所在地を記載すること。 

 

５ 「Ⅰ.公表項目」に記載の事項は、人材サービス総合サイトにおいて公開されるもので

あるため留意すること。 

 

６ ⑦欄には、提供する主なサービスにおいて用いている名称を記載すること。所定の欄に

記載し得ないときには別紙を記載して添付すること。 

 

７ ⑧欄には、職業安定法第４条第６項各号に掲げる行為のうち、⑦欄に記載したサービス

が該当するものを記載すること。複数該当するものがある場合は、全て記載すること。 

 

８ ⑨欄には、⑦欄で記載したサービスがインターネットを通じて提供される場合、その代

表的なＵＲＬを記載すること。 

 

９ ⑩欄、⑪欄、⑬欄及び⑭欄には、単位を付して記載をすること。 

 

10 ⑩欄の労働者の募集に関する情報並びに⑪欄及び⑬欄の労働者になろうとする者に関

する情報の概数並びに⑭欄の労働者になろうとする者に関する情報の提供先の概数につ

いて、集計上の留意事項がある場合には⑫欄及び⑮欄に記載すること。所定の欄に記載し

得ないときは別紙に記載して添付すること。 

 

11 ⑯欄には、提供している情報の内容、事業において料金を支払っている者、料金に関す

る事項その他サービスの概要について記載すること。所定の欄に記載し得ないときは別紙

に記載して添付すること。 

 

12 ⑱欄には、実際に求職者等に明示している目的を転記すること。所定の欄に記載し得な

いときは別紙に記載して添付すること。 

 



（通達様式第１号） 
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令和 年 月 日 

         

特定募集情報等提供事業届出受理通知書 

  

〒○○○－○○○○ 

 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 

 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 

  

 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 殿 

 

厚生労働省職業安定局需給調整事業課 

        労働市場基盤整備室 

                 

 

貴殿から届出があった特定募集情報等提供事業届出書については、これを受理したので、

下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

 届出受理番号  ５１－募－※※※※※※ 

 届 出 受 理 日  令和 年 月 日 

 

 

 

※ 特定募集情報等提供事業届出書により届け出た事項に変更があった場合や特定募集情

報等提供事業を廃止した場合は、速やかに所定の様式にて届出を行うこと。 

※ 特定募集情報等提供事業概況報告書の提出及び上記届出を行う際、届出受理番号の記載

が必要であることから、本通知書を大切に保管しておくこと。 



（通達様式第２号） 
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令和 年 月 日 

         

特定募集情報等提供事業変更届出受理通知書 

  

        殿 

 

 

厚生労働省職業安定局需給調整事業課 

        労働市場基盤整備室 

                 

 

貴殿から届出があった特定募集情報等提供事業変更届出書については、これを受理したの

で、下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

 

届出受理番号  ５１－募－※※※※※※ 

変 更 届 出 書 受 理 日  令和 年 月 日 

 

 

 

 

※ 特定募集情報等提供事業届出書又は特定募集情報等提供事業変更届出書等により届け

出た事項に変更があった場合や特定募集情報等提供事業を廃止した場合は、速やかに所

定の様式にて届出を行うこと。 

※ 特定募集情報等提供事業概況報告書の提出及び上記届出を行う際、届出受理番号の記載

が必要であることから、本通知書を大切に保管しておくこと。 

 

 

 

 

 



（通達様式第３号） 
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令和 年 月 日 

         

特定募集情報等提供事業廃止届出受理通知書 

  

        殿 

 

 

厚生労働省職業安定局需給調整事業課 

        労働市場基盤整備室 

                 

 

貴殿から届出があった特定募集情報等提供事業廃止届出書については、これを受理したの

で、下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

 

届出受理番号  ５１－募－※※※※※※ 

廃 止 届 出 書 受 理 日  令和 年 月 日 
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令和 年 月 日 

 

特定募集情報等提供事業届出受理通知書再交付申出書 

 

厚生労働省職業安定局需給調整事業課 

労働市場基盤整備室長 殿 

 

 

申出者            

             

 

 

貴殿から交付された特定募集情報等提供事業届出受理通知書について、これを亡失（又は

滅失）したため、再交付されることを希望し、ここに申し出いたします。 

 

 

 

 

 

 

届出受理番号 ５１－募－       （※）                 

   

名   称                                  

  

 所 在 地                                  

 

 （※）届出受理番号を失念した場合は、無記入で差し支えない。 

 


